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総括研究報告書 
 

糖尿病及び合併症の実態把握に関する研究 

 

研究代表者 山内 敏正 

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 

研究要旨 

糖尿病は健康日本21（第二次）や医療計画においても重点疾患として扱われている、我が

国の行政上も重要な疾患である。本研究では、NDB等の各種調査を用いて日本全体における

糖尿病及び合併症の更なる実態把握を行い、その重症化予防における課題を抽出し、解決策

を検討する。また、患者へ調査を行うことで、医療受給者側としての患者の視点も包含した望

ましい医療提供体制への課題の抽出と解決策を検討することを目的とする。本年度は3年目で

あり、以下の通り研究を進めた。 

【1. 糖尿病及び合併症の実態把握に関する研究】 

（1）レセプト情報・特定健診等情報データベースを用いた研究  

NDBを用いた日本のデータがLancet Diabetes ＆ Endocrinologyにおける国際比較に使用

され、昨年度に発表した本邦における初回外来糖尿病薬処方の実態を明らかにした結果が日

本糖尿病における2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムのコンセンサスステートメントの作成

に貢献しており、今後の我が国におけるレセプト研究の発展につながる成果となった。 

（2）糖尿病に対する適切な医療提供体制や指標の検討  

第8次医療計画における“糖尿病の医療体制構築に係る現状把握のための指標案”につい

ては、本研究が提案した指標が、厚生労働省医政局地域医療計画課長より発出された“疾病・

事業及び在宅医療に係る医療体制について”の作成へ貢献した。 

（3）国民健康・栄養調査による糖尿病有病者数推計について 

平成24年～令和元年に行われた拡大調査以外の国民健康・栄養調査結果も含めて令和元年

の人数を推計した。「糖尿病が強く疑われる者」は1,150万人と推計され、策定時に予測された

1,270万人に比べると少ないが、目標値の1,000万人（令和元年は980万人）よりは多く、目標に

対して約41%の改善だった。本結果は、健康日本２１（第二次）最終評価 

【2. 糖尿病をもつ人からの視点に関する研究】 

（1）糖尿病の診療や生活の体験に関する調査研究 

患者会（日本糖尿病協会）を通じたアンケート調査は約7000枚配布し、2500枚以上が回収さ

れた（同意あり回収率39.3％）。つくば市での生活習慣関連のアンケート調査については、1000

人に配布し有効回答は約450件（回収率約45％）であった。様々な背景の糖尿病患者の声を診

療の改善や政策立案に活かすため、今後も詳細な解析を進める予定である。 

（2）1型糖尿病患者に関する研究 

2018年3月から4年間の小児思春期1型糖尿病の治療状況について、縦断的に検討した。イ

ンスリン投与方法では、MDIが約55%、CSIIが約40％であり、明らかな変化はなかった。しかし、

小学校高学年以降では幼児、小学校低学年に比し、CSII使用率が低かった。isCGMは全ての

年齢階級で普及し、使用率は従来方法よりも高くなった。特に思春期の患者の気持ちに寄り添

いながら、進歩した技術を適切に生かせるように、支援していくことが重要と考えられる。 
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Ａ．研究目的 

糖尿病は健康日本 21（第二次）1）に定められた

主要な生活習慣病の 1 つであり、生活習慣病の重

症化予防のために大規模データを利用する取り組

みは健康・医療戦略 2）等においても重視されてい

る。医療計画 3）における 5 疾病・5 事業及び在宅医

療の医療提供体制のなかでも糖尿病は重点疾患

として扱われており、今後も特に発症予防・重症化

予防に重点をおいて糖尿病対策事業が継続され

る見込みである。近年、電子化レセプトの悉皆情

報であるレセプト情報・特定健診等情報データベー

ス（NDB）等の大規模データを用いた研究が進んで

おり、糖尿病患者における糖尿病診療の質として

検査の実施割合等が明らかになってきている。 

そこで本研究では、NDB 等の各種調査を用いて

日本全体における糖尿病及び合併症の更なる実

態把握を行い、その重症化予防における課題を抽

出し、解決策を検討することを目的としている。ま

た、本研究では糖尿病患者へ調査を行うことで、医

療受給者側としての患者の視点も包含した望まし

い医療提供体制への課題の抽出と解決策を検討

することを目的として進めた。 

また、本年度は 3 年度であり、本研究班の取組

を着実に遂行した。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究は、【糖尿病及び合併症の実態把握に関

する研究】、【糖尿病患者からの視点に関する研究】

の大きな 2 つのテーマにわけ、研究を推進した。 

今年度は、全体班会議 2 回、研究班員間で月 1

回以上の打ち合わせなどを行い、議論を深めた。 

 

（倫理面への配慮） 

NDBを用いた研究については、国立研究開発法

人国立国際医療研究センターの倫理審査委員会

にて承認された（承認番号: NCGM-G-002492-03）。 

日本糖尿病協会と協力するインタビュー・アンケ

ート調査については、国立研究開発法人国立国際

医療研究センターの倫理審査委員会にて承認され

た（承認番号: NCGM-G-004199-00）。 

つくば市と協力するアンケート調査については、

筑波大学の倫理審査委員会にて承認された（承認

番号: 1820－1）。 

小児インスリン治療研究会第 5 コホート研究は、

埼玉医科大学病院倫理委員会にて承認された（申

請番号 17082.06）。 

 

Ｃ．研究結果 

【1．糖尿病及び合併症の実態把握に関する研究】 

（1）レセプト情報・特定健診等情報データベースを

用いた研究  

 1 型糖尿病に関する NDB 解析データを、日本糖

尿病学会 「我が国における 1 型糖尿病の実態の

解析に基づく適正治療の開発に関する研究」委員

会に対して提供している。1 型糖尿病患者の定義

について、SMBG 加算なども用いて、インスリンが

枯渇した 1 型糖尿病患者を想定し検討した。「1 型

糖尿病の病名&（（べーサルインスリン& ボーラス

インスリン ）又は CSII）& SMBG & 定期受診」とい

う定義において、2014 年度～2017 年まで 1 型糖尿

病患者は 10 万人以下で経年推移しているという結

果を得た。 

眼底検査実施に至るプロセスとして、糖尿病患

者の約半数が年に 1 回眼科受診している中で、眼

科受診した患者は、ほぼ眼底検査を受けていると

いう結果が NDB によって算出されていた。受領し

ている最新の NDB データである 2017 年度のデー

タ を 用 い て 再 解 析 し 、 Journal of Diabetes 

Investigation に採択されており、今後公開される予

定である。 

 国際研究へのコラボレーションとして、昨年度か

ら引き続き、国際的な疫学研究へ参加し、病型別

糖尿病新規発症者数・病型別糖尿病有病者数・病

型別糖尿病患者における年間死亡者数など 5 歳

刻みの値で代表者に提出。代表者で糖尿病の生

涯発症率等を計算したでモデルに当てはめて、糖
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尿 病 の 生 涯 発 症 率等を 計 算 し 、 そ の 結 果が

Lancet Diabetes ＆ Endocrinology4）に公開された。 

昨年度本研究にて発表した、本邦における初回

外来糖尿病薬処方の検討の論文が、2022 年 8 月

9 日公開の日本糖尿病学会誌である”糖尿病”に

掲載された、コンセンサスステート  【2 型糖尿病

の薬物療法のアルゴリズム】5） の序文や、『3.日本

における 2 型糖尿病初回処方の実態』 という章に

て、結果を詳しく言及された。 

次項で詳細を記載した通り、第 8 次医療計画の

糖尿病指標について、厚労省が主催する「腎疾患

対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」へ

資料提出を行った。本研究班から提案した糖尿病

の指標は、48 都道府県が同一の指標を簡便に比

較可能とすることを主眼の 1 つとして検討していた

ため、NDB を用いた指標も多く提案している。糖尿

病の指標は上記の糖尿病検討会において議論さ

れたが、より議論しやすくするために各指標の具体

的な数値についても、実際に我々が持っているＮＤ

Ｂを用いて例示した。最終的に 2023 年 3 月 31 日

に厚生労働省医政局地域医療計画課長より発出

された“疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制

について”6）において、本研究班から提案した指標

の多くが採用され、ＮＤＢを用いた指標やその集計

定義については、本研究班から公開した 7、8）（資料

1、資料 2） 

 

（2）糖尿病に対する適切な医療提供体制や指標

の検討 

・本研究班で検討していた指標案について、厚生

労働省が主催する第１回腎疾患対策及び糖尿病

対策の推進に関する検討会（令和 4 年 10 月 28 日

開催）にて研究代表者である山内敏正が参考人と

して報告した。検討会当日は、“糖尿病診療の現

状”9）を報告するとともに、その現状に基づいて検

討した“糖尿病の医療体制構築に係る現状把握の

ための指標について 10）”を報告した。第 1 回検討

会にて研究班案は大筋の承認を得ることができ、

第 1 回で議論された内容に沿って第 2 回検討会

（令和 4 年 11 月 18 日開催）では厚生労働省から

検討会に“糖尿病の医療体制構築に係る現状把

握のための指標について 11）”が報告された。厚生

労働省資料に対して、参考資料として実際に算出

した指標データなど、本研究班から資料提供を行

った 7、8）。また、本研究班にて作成した、各指標項

目・出典・定義などをまとめた“第 8 次医療計画指

標案 12）”が検討会資料として登録され、検討会に

おける議論の基礎資料となった。最終的に 2023 年

3 月 31 日に厚生労働省医政局地域医療計画課長

より発出された“疾病・事業及び在宅医療に係る医

療体制について” 6）において、本研究班から提案

した指標の多くが採用されることとなった 

 

（3）国民健康・栄養調査による糖尿病有病者数推

計について 

各年の糖尿病有病者等の推計人数と標準誤差

（単純無作為抽出を仮定した場合）について、拡大

調査年（平成 24 年と 28 年）以外の変動はかなり大

きい。 

（１）推計人数による直線回帰 

各年の糖尿病有病者等の推計人数を直線回帰

して外挿することにより、令和 2（2020）年に予測さ

れる人数を示した。平成 24 年～令和元年の期間

で回帰した場合の「糖尿病が強く疑われる者」の令

和 2 年の予測人数は約 1150 万人（標準誤差 54 万

人）、平成 28 年～令和元年の期間では約 1280 万

人（標準誤差 53 万人）だった。前者の期間中に回

帰直線の傾きが変化する屈曲点（Joinpoint）は検

出されなかった。 

（２）性・年齢別割合によるロジスティック回帰 

 平成 24 年～令和元年の各年の糖尿病有病者等

の性・年齢階級別割合をロジスティック回帰して外

挿することにより、令和 2（2020）年に予測される割

合を示した。これに令和 2 年の性・年齢階級別人

数を乗じて推計した「糖尿病が強く疑われる者」の

人数は約 1170 万人（標準誤差 40 万人）だった。 
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【2．糖尿病患者からの視点に関する研究】 

（1）糖尿病の診療や生活の体験に関する調査研

究 

日本糖尿病協会会員への患者調査について以

下に記す： 

・インタビュー調査を基にして作成したアンケート調

査票を用いて、日本糖尿病協会会員にアンケート

調査を行った。 

・回収期限は 2022 年 3 月 31 日としており、3 月途

中時点で約 7000 枚配布し、2500 枚以上が回収さ

れた（同意あり回収率 39.3％）。Web フォーム回答

もあったが大部分が郵送回答であり、自由記載も

多かった。 

・1 型糖尿病が約 40％で、年齢平均約 63 歳、女性

約 50％であった。“糖尿病の状態にあった食事内

容がわかる”に「そう思う・ややそう思う」と回答した

のは 1 型約 80%・2 型約 72％、“糖尿病の状態にあ

った運動療法がわかる”では約 66%・2 型約 74.2％、

食事について“医療スタッフへ相談できる”では 1

型約69％・2型72％、運動については1型約57％・

2 型約 59％だった。受診中断をしたことがあると回

答したのは約 160 名（全体約 6％、1 型約 3％・2 型

約 8％）であった。受診中断の理由としては、診療

の優先度への理解不足や経済上の要因に加え、

“担当医・医療スタッフに怒られた、不信感”や“治

療がうまくいかず嫌になった”という回答が多く、治

療に戻ったきっかけとして、“医療機関とのコミュニ

ケーション”が多かった。“糖尿病とともに暮らす自

分に満足している”に対して「そう思う」「ややそう思

う」との回答は１型約 39％・２型約 47％、“社会に

は糖尿病への偏見がある”では 1 型約 57％・2 型

約 26％、 “医療者の中には糖尿病に対する偏見

がある”では 1 型約 21％、2 型約 12％であった。１

型約 79％、２型約 58％が将来への不安を感じてお

り、不安の内容は１型２型ともに「合併症の進行」

が最も多かった。 

つくば市での生活習慣関連のアンケート調査に

ついて以下に記す： 

・つくば市の住民を対象に、つくば市からアンケート

調査を行った。 

・1000 枚配布し、有効回答は約 450 件（回収率約

45％） 

・女性約 43％、年齢平均約 64 歳、約 290 人が、こ

れまでに医師から糖尿病といわれたことがあると

回答した。 

・糖尿病への理解や偏見、スティグマ、糖尿病とい

う病名についての調査項目もあり、詳細は、今後と

りまとめる予定。（例： 「糖尿病」の病名への印象

について、つくば市の調査で「少し気になる・抵抗

がある・とても抵抗がある」の回答は、【1 型病名あ

り】、【糖尿病薬処方あり 1 型病名なし】、【糖尿病

薬処方なし HbA1c6.5 以上】いずれの集団も６割程

度であった。） 

 

（2）1 型糖尿病患者に関する研究 

小児インスリン治療研究会第 5 コホート研究に参

加した 47 施設の満 18 歳未満発症の 1 型糖尿病

患者 535 名（男子 236 名、女子 299 名）を対象に、

2018 年 3 月から 2022 年 2 月まで 4 年間のインス

リン投与方法、血糖モニタリング方法、血糖コント

ロール状況（HbA1c）を縦断的に検討した。インスリ

ン投与方法は、全対象では、頻回注射法（MDI）が

約 55%、CSII（ペン併用含む）が約 40％であり、1 期

から 12 期にかけて、明らかな変化はなかった。幼

児、小学校低学年男子、小学校高学年女子、中学

生女子では、CSII 使用率が高く、小学校高学年男

子、中学生男子、高校生男子では、CSII 使用率が

低かった。血糖モニタリング方法では、間欠的スキ

ャン連続血糖モニター（isCGM）が普及し、2020年3

月以降、従来方法よりも多く使用されるようになり、

2022 年 2 月には 48.4％になった（従来方法 38.5%）。

この変化は、すべての年齢階級でみられた。一方、

Sensor Augmented Pump（SAP）使用率は 10％で

推移し、増加傾向はなかった。幼児、小学校低学

年では 20～28％に対し、小学校高学年以降では 2
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～10％と思春期以降では普及していなかった。平

均 HbA1c は、全対象では、4 年間を通じて、7.9～

8.1％で推移しており改善傾向はなかった。HbA1c 

7.5％未満は約 30％、HbA1c 9.0％以上は約 20％

で推移し、明らかな変化はなかった。一方、小学校

高学年では、HbA1c 増加傾向がみられた。インス

リン投与方法、血糖モニタリング方法の違いによる

HbA1c の有意な差はなかった。 

 

Ｄ．考察 

本研究は、糖尿病を担う学術団体である日本糖

尿病学会と、国の糖尿病対策の中核機関の 1 つで

ある国立国際医療研究センターの 2 組織が中心と

なり、関連学会や、患者会等を通じて患者の視点

からの意見聴取が可能な研究者が参画している。

これにより研究班内で糖尿病合併症の視点、患者

の視点から議論ができ、研究班での成果を各団体

で実現する連携体制が整っており、更に公衆衛生

の複数の専門家が入っているため科学的に妥当

な研究方法を採用できる体制が整っていることが

特徴である。 

 

【1．糖尿病及び合併症の実態把握に関する研究】 

（1）レセプト情報・特定健診等情報データベースを

用いた研究  

レセプト情報・特定健診等情報データベースを用

いた研究においては、1 型糖尿病に関する研究で

は日本糖尿病学会の委員会に貢献し、網膜症検

査に関する研究では論文公開を控えている状況で

あり、各領域との連携を進める研究を推進した。特

に、国際研究へのコラボレーションとして、NDB を

用 い た 日 本 の デ ー タ が 、 Lancet Diabetes & 

Endocrinology のようなトップジャーナルにおける国

際比較に使用されることは稀であり、今後の我が

国におけるレセプト研究の発展につながる成果と

考えている。また、昨年度に発表した、本邦におけ

る初回外来糖尿病薬処方の実態を明らかにした結

果が、日本糖尿病における 2 型糖尿病の薬物療法

のアルゴリズムのコンセンサスステートメントの作

成に貢献したことも、今後の我が国におけるレセプ

ト研究の発展につながる成果と考えている。 

 

（2）糖尿病に対する適切な医療提供体制や指標

の検討 

  第 8 次医療計画の糖尿病対策指標については、

本研究が提案した指標が、厚労省が主催する検討

会で議論され、厚生労働省医政局地域医療計画

課長より発出された“疾病・事業及び在宅医療に

係る医療体制について”の作成へ貢献した。第 8

次医療計画においては、第7次医療計画中間見直

しとは違い、指標の大幅な変更が可能であった。

そのため、例えばマトリックスの構成を“3×4”であ

ったものを“3×3”へと変更、指標算出単位が“数”

のみであったものを“割合”の概念を導入など、研

究班として臨床的・行政的により意義があるものへ

と改善を行った。また、“特定健診での受診勧奨に

より実際に医療機関へ受診した糖尿病未治療患

者（患者数もしくは割合）”や“妊娠糖尿病・糖尿病

合併妊娠に対する専門的な治療を行う医療機関

数（もしくは割合）” “糖尿病治療を主にした入院患

者数”など、新たな指標も取り入れられた。本件は

研究班からの政策提言であると考えられ、厚生労

働省健康局直轄の政策研究班に見合った成果と

考える。本研究の指標検討段階では、循環器領域

と関わる指標など、レセプト研究として蓋然性が高

い定義が未確立であったことを理由に採用を見送

った指標も存在している。今後、第 8 次医療計画中

間見直しや第 9次医療計画策定の際には、本研究

の議論をベースとして更に発展していくことが期待

される。 

 

（3）国民健康・.栄養調査による糖尿病有病者数推

計について 

平成 24 年～令和元年国民健康・栄養調査結果

に基づいて、令和2年の「糖尿病有病者等」の人数

の推計を試行した。健康日本 21（第二次）における
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糖尿病に関する目標項目の一つとして「糖尿病有

病者の増加の抑制」があり、策定時（平成 19 年）の

890 万人が令和 4 年度に 1410 万人まで増加する

と予測されているところを 1000 万人に抑制すること

を目標としている。本研究では、平成 24（2012）年

～令和元（2019）年と平成 28（2012）年～令和元

（2019）年の 2 通りの期間についてそれぞれ回帰を

行い、令和 2 年の値を外挿して予測したが、この間

に回帰直線の屈曲点が検出されなかったことと、

拡大調査年以外の変動が大きいことから、より長

期間である前者を採用することが適切であると考

える。その場合、「糖尿病が強く疑われる者」の令

和 2 年の予測人数は、（１）推計人数による直線回

帰の場合で約 1150 万人、（２）性・年齢別割合によ

るロジスティック回帰の場合で約 1170 万人であり、

目標の 1000 万人を上回っている。なお、令和 4 年

まで外挿して予測すると、それぞれ約 1200 万人と

約 1240 万人となり、策定時に予測された 1410 万

人は下回る。本年度の試算の限界として、公表値

を用いたため、国民健康・栄養調査の標本抽出法

として用いられている層化クラスター抽出を考慮し

た計算ができなかった点がある。次年度は個票デ

ータを用いて、この点を考慮して、より正確な推計

を行う必要がある。 

 

【2．糖尿病患者からの視点に関する研究】 

（1）糖尿病の診療や生活の体験に関する調査研

究 

日本糖尿病協会会員への患者調査については、 

患者会等に属し担当医が糖尿病を専門とする者が

大半で、糖尿病について理解が深い集団というこ

とが特徴である。服薬アドヒアランスは良好である

が、食事・運動の取り組みの理解と実行の間に乖

離を認めた。医療者への相談ができると回答した

割合は運動で低く、専門的な運動関連の診療加算

がない外来診療で医療がどう関わるか課題である。

受診中断の理由として、既報１3）においても治療の

優先度の理解や疾患への認識不足、経済的に負

担は挙げられていたが、本研究では上記に加えて

担当医・医療スタッフへの不信感も挙げられたこと

が特徴的であった。糖尿病受診中断の防止、受診

中断から戻すために、医療機関や行政などが出来

る取組として、医療機関とのコミュニケーションを良

好にし、積極的に受診勧奨・声掛けを行うことが効

果的であると考えられた。また、糖尿病とともに暮

らす自分への満足度は半数以下であり、周囲の理

解不足や特に１型に対する社会の偏見への取り組

み、そして医療者に存在する糖尿病への偏見への

アプローチが糖尿病のある方の生きにくさを解消

するために重要と考えられた。将来への不安に対

して、安心して生き、成長し老後を迎えるための具

体的な課題も提示された。これらの結果につて、

2023 年 5 月開催の、第 66 回日本糖尿病学会年次

学術集会に 3 つの報告を予定している。 

つくば市での生活習慣関連のアンケート調査に

ついては、行政が行うアンケート調査の項目につ

いて、研究班として作成に貢献した。回収率も非常

に高く、つくば市の健康に対する意識の高さが示

唆された。本研究は、つくば市が行政として行うア

ンケート調査に対して、二次解析を行うという建付

けである。そのため、アンケート調査が 2022 年 12

月末～2023 年 1 月と当初想定より遅れ、つくば市

から研究班へのデータ提供が 3 月末となったため

本研究期間内の詳細な解析は困難であった。ただ

し、代表性の高い集団として対象を選定しており、

貴重なデータとなるため、今後も詳細な解析を進

める予定である。 

 

（2）1 型糖尿病患者に関する研究 

2018 年 3 月から 2022 年 6 月までの 4 年間の小

児思春期 1 型糖尿病に対する治療状況について、

縦断的に検討した。インスリン投与方法では、全体

としては、MDI が約 55%、CSII が約 40％であり、明

らかな変化はなかった。しかし、小学校高学年以

降では幼児、小学校低学年に比し、CSII 使用率が

低かった、isCGM はすべての年齢階級で普及し、
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その使用率は従来方法よりも高くなった。HbA1c 小

学校高学年から中学生にかけて増加傾向があっ

た。一方、インスリン投与方法、血糖モニタリング

方法による HbA1c の差はなかった。インスリン治

療の技術進歩によっても血糖コントロールが改善

しないのは何故か、と考えるよりも、現在の技術進

歩は、血糖コントロールを改善させるには未熟であ

ると考えるべきである。現時点では、治療技術の進

歩が血糖コントロールの改善に直結していないた

め、患者（特に思春期の患者）の気持ちに寄り添い

ながら、進歩した技術を適切に生かせるように、支

援していくことが重要と考えられる。思春期の 1 型

糖尿病患者の血糖コントロールには、少なからず

心理社会的障害が影響していると考えられる。将

来、その心理社会的障害の影響を受けないような

技術革新が実現することを期待する 

 

Ｅ．結論 

本研究は、【糖尿病及び合併症の実態把握に関

する研究】、【糖尿病患者からの視点に関する研究】

の大きな 2 つのテーマに分け、研究を推進した。 

本年度は、昨年度決定した計画に沿って各研究

を推進しつつ、日本糖尿病におけるステートメント・

第 8 次医療計画の糖尿病対策指標・健康日本 21

（第二次）の最終評価等に貢献した。我が国の糖

尿病対策の医療政策に資する成果であると考える。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

1） Lifetime risk, life expectancy, and years of life 

lost to type 2 diabetes in 23 high-income 

jurisdictions a multinational, population．

Lancet Diabetes Endocrinol 2022; 10: 795–

803. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-

8587(22)00252-2 

 

2.  学会発表 

1） 菊池 透, 山本 幸代, 伊藤 善也, 横道 洋司, 

立川 恵美子, 齋藤 朋洋, 滝島 茂, 後藤 元秀, 

齋藤 玲子, 堀川 玲子, 川名 宏, 杉原 茂孝，

小児インスリン治療研究会．小児・思春期 1型糖

尿病の施設症例数群別のインスリン治療状況

の比較検．討第 65 回日本糖尿病学会年次学術

集会．2022 年 5 月 14 日，神戸市 

2） 川名 宏、 山本 幸代, 伊藤 善也, 横道 洋司, 

立川 恵美子, 齋藤 朋洋, 滝島 茂, 後藤 元秀, 

齋藤 玲子, 堀川 玲子, 菊池 透，小児インスリ

ン治療研究会．小児・思春期 1 型糖尿病のイン

スリン治療の国内地域差の検討．討第 65 回日

本糖尿病学会年次学術集会．2022 年 5 月 14 日，

神戸市 

3） 松井 克之, 田川 晃司, 長井 静世, 松田 史佳, 

倉田 研児, 大津 成之, 菊池 透，小児インスリ

ン治療研究会．小児 1 型糖尿病が患児の生活

の質に与える影響．第 65 回日本糖尿病学会年

次学術集会．2022 年 5 月 14 日，神戸市 

4） 武者 育麻, 望月 美恵, 山本 幸代, 伊藤 善也, 

菊池 信行, 花木 啓一, 川村 智行, 横田 一郎, 

浦上 達彦, 杉原 茂孝, 菊池 透，小児インスリ

ン治療研究会．小児 1 型糖尿病における血清脂

質の分布と脂質異常の頻度．第 65 回日本糖尿

病学会年次学術集会．2022 年 5 月 14 日，神戸

市 

5） 高谷 具純, 麻生 和良, 宇藤山 麻衣子, 貝沼 

圭吾, 幸道 和樹, 齊木 玲央, 神野 和彦, 西

井 亜紀, 堀田 優子, 宮河 真一郎, 虫本 雄一, 

森田 秀行, 柚山 賀彦, 広瀬 正和, 川村 智行, 

杉原 茂孝, 菊池 透，小児インスリン治療研究

会．2020 年初回緊急事態宣言が持続皮下イン

スリン注入療法で管理中の小児期発症1型糖尿

病患者に与えた影響についての検討．第 65 回

日本糖尿病学会年次学術集会．2022 年 5 月 14

日，神戸市 

6） 齋藤 玲子, 山本 幸代, 後藤 元秀, 伊藤 善也, 
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横道 洋司, 齋藤 朋洋, 滝島 茂, 立川 恵美子, 

堀川 玲子, 川名 宏, 菊池 透，小児インスリン

治療研究会．小児思春期 1 型糖尿病初発時に

おける発症年代別の臨床像の比較 小児インス

リン治療研究会第 3～5 コホート研究より．第 65

回日本糖尿病学会年次学術集会．2022 年 5 月

14 日，神戸市 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
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資料 1： 糖尿病の医療体制構築に係る現状把握のための指標例 

 
資料２： 糖尿病における一部指標の集計定義について 
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○ 糖尿病専門医が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

糖尿病専門医の認定状況（日本糖尿病学会 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本糖尿病学会により認定された糖尿病専門医が在籍する医療機関数を、都道府県別人

口で除し、人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 

 
○ 糖尿病療養指導士が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

糖尿病療養指導士の状況（日本糖尿病療養指導士認定機構 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本糖尿病療養指導士認定機構により認定された指導士が在籍する医療機関数を、都道

府県別人口で除し、人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 

 

○ 1 型糖尿病に対する専門的治療を行う医療機関数 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

1 年間でインスリン処方が 1 度以上あり、かつ診療行為よりシリンジポンプに関連する加算を算定

した患者が抽出された医療機関数を都道府県ごとに求める。 

（該当するコード） 

インスリン処方：ATC 分類にて A10A 

シリンジポンプに関連する加算 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

C152-00 114022010 間歇注入シリンジポンプ加算（プログラム付き） 

C152-00 114004810 間歇注入シリンジポンプ加算（１以外） 

 

C152-02 
 

114028770 
持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプ 

連動・２個以下） 
 

C152-02 
 

114028870 
持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプ 

連動・３個又は４個） 
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C152-02 
 

114028970 
持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプ 

連動・５個以上） 
 

C152-02 
 

114029070 
持続血糖測定器加算（プログラム付きシリンジ 

ポンプ） 
 

C152-02 
 

114029170 
持続血糖測定器加算（プログラム付きシリンジ 

ポンプ以外） 

 

 

○ 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠に対する専門的な治療を行う医療機関数 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定している医療施設数を都道府県ごとに求める。 

（該当するコード） 

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

C101-03 114021110 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料１ 

C101-03 114050010 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料２ 

 

 

○ 腎臓専門医が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

腎臓専門医県別人数（日本腎臓学会 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本腎臓学会により認定された専門医が在籍する医療機関数を、都道府県別人口で除し、

人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 

 

 
○ 歯周病専門医が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

歯周病専門医の認定状況（日本歯周病学会 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本歯周病学会により認定された歯周病専門医が在籍する医療機関数を、都道府県別人

口で除し、人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 
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○ 糖尿病網膜症に対する専門的治療を行う医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

NDB 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あった患者に糖尿病網膜症治療（網膜光凝固術、硝子 

体茎顕微鏡離断術など）を算定した医療機関数を、都道府県別人口で除し、人口 10 万人あた

りの医療機関数を求める。 

（該当するコード） 網

膜症治療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 糖尿病性腎症に対する専門的治療を行う医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

NDB 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

糖尿病透析予防指導管理料が算定されている医療機関数を、都道府県別人口で除し、人口 10 

万人あたりの医療機関数を求める。 

（該当するコード） 

糖尿病透析予防指導管理料 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

B001-00 113013610 糖尿病透析予防指導管理料 

B001-00 113015610 糖尿病透析予防指導管理料（特定地域） 

B001-00 113030910 糖尿病透析予防指導管理料（情報通信機器を用いた場 

合） 

 

 

 

 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

K276-00 150244110 網膜光凝固術 （通常） 

K276-00 150244210 網膜光凝固術（その他特殊） 

K276-00 150248350 汎光凝固術 

K280-00 150274010 硝子体茎顕微鏡した離断術（網膜付着組織を含む） 

K280-02 150356110 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡） 

K280-00 150090610 硝子体茎顕微鏡下離断術（その他） 

K281-00 150252810 増殖性硝子体網膜症手術 

G016-00 130012010 硝子体内注射 
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○ 糖尿病足病変に対する専門的治療を行う医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

NDB 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

糖尿病合併症管理料が算定されている医療機関数を、都道府県別人口で除し、人口 10 

万人あたりの医療機関数を求める。 

（該当するコード） 糖

尿病合併症管理料 

 

 

 

 
○ 特定健康審査の実施率 

（データリソース） 

特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省 HP） 

（集計方法） 

医療保険者から国に報告された特定健康診査の実施結果を都道府県ごとに求める。 
 

 

○ 特定保健指導の実施率 

（データリソース） 

特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（厚生労働省 HP） 

（集計方法） 

医療保険者から国に報告された特定保健指導の実施結果を都道府県ごとに求める。 
 

 

○ 糖尿病患者の年齢調整外来受療率 

（データリソース） 患

者調査 

（集計方法） 

傷病大分類「糖尿病」の都道府県別の年齢階級別推計患者数から算出した都道府県別受療率を標準

人口に当てはめ算出 

 
○ HbA1c もしくは GA 検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、HbA1c 検査もしくはグリコアルブミン（GA）検査が 

1 年間で 1 度以上あった患者数 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

B001-00 113010010 糖尿病合併症管理料 
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分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

HbA1c 検査・GA 検査 

区分番号 診療行為コード 名称 

D005-00 160010010 ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ） 

D007-00 160151050 グリコアルブミン 

 

 

○ インスリン治療の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、1 年間でインスリン処方が 1 度以上あり、かつ、在宅自己注射

指導管理料の算定が 1 度以上あった糖尿病患者の数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

インスリン処方：ATC 分類にて A10A 

在宅自己注射指導管理料 

区分番号 診療行為コード 名称 

C101-00 114021010 在宅自己注射指導管理料（複雑な場合） 

C101-00 114028410 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２８回以上） 

C101-00 114028570 導入初期加算（在宅自己注射指導管理料） 

C101-00 114040610 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２７回以下） 

C101-00 114062910 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２７回以下） 

（情報通信機器） 

C101-00 114063010 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２８回以上） 

（情報通信機器） 

C101-00 114063110 在宅自己注射指導管理料（複雑な場合）（情報通信機 

器を用いた場合） 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 

 
 

○ 外来栄養食事指導の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 
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以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料が 1 年 

間で 1 度以上算定のあった患者数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

外来栄養食事指導量、集団栄養食事指導料 

区分番号 診療行為コード 名称 

B001-00 113017410 外来栄養食事指導料１（初回）（対面） 

B001-00 113017510 外来栄養食事指導料１（２回目以降）（対面） 

B001-00 113029810 外来栄養食事指導料１（２回目以降）（情報通信機 

器等） 

B001-00 113029910 外来栄養食事指導料２（初回）（対面） 

B001-00 113030010 外来栄養食事指導料２（２回目以降）（対面） 

B001-00 113034710 外来栄養食事指導料１（初回）（情報通信機器等） 

B001-00 113034810 外来栄養食事指導料２（初回）（情報通信機器等） 

B001-00 113034910 外来栄養食事指導料２（２回目以降）（情報通信機 

器等） 

B001-00 113035010 外来栄養食事指導料（がん専門管理栄養士による

栄 

養食事指導） 

B001-00 113044410 外来栄養食事指導料（外来化学療法実施患者・月２ 

回以上の指導） 

B001-00 113003410 集団栄養食事指導料 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 眼底検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、眼底検査が１年間に 1 度以上あった糖尿病患者分母：

糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

 眼底検査 

区分番号 診療行為コード 名称 
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D255-00 160081010 精密眼底検査（片） 

D255-00 160081130 精密眼底検査（両） 

D255-00 160171110 汎網膜硝子体検査（片） 

D256-00 160203710 眼底カメラ撮影（アナログ撮影） 

D256-00 160203810 眼底カメラ撮影（デジタル撮影） 

D256-00 160081550 眼底カメラ撮影（蛍光眼底法） 

D256-00 160199310 眼底カメラ撮影（自発蛍光撮影法） 

D256-00 160183310 眼底三次元画像解析 

D256-03 160213310 光干渉断層血管撮影 

D257-00 160081610 スリットＭ（前・後眼部） 

○ 糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 尿中アルブミン・蛋白定量検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出：分母に含まれる患者のうち、アルブミン定量（尿）もしくは蛋白定量（尿）検査

が 1 年間で 1 度以上あった患者の数、糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院し

た患者・200 床以上の施設で処方を受けている患者を除く。※定期受診：4 か月以上受診間隔が

空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

アルブミン定量（尿）、蛋白定量（尿）検査 

区分番号 診療行為コード 名称 

D001-00 160004810 アルブミン定量（尿） 

D001-00 160000410 尿蛋白 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ クレアチニン検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、（血清）クレアチニンが１年間に１度以上あった患者数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 
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（該当するコード） 

（血清）クレアチニン検査 

区分番号 診療行為コード 名称 

D007-00 160019210 クレアチニン 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 

 

○ 糖尿病透析予防指導もしくは糖尿病合併症管理の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、糖尿病透析予防指導管理料または糖尿病合併症管理料のいずれかが 1 

年間で１度以上算定されている患者数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

B001-00 113013610 糖尿病透析予防指導管理料 

B001-00 113015610 糖尿病透析予防指導管理料（特定地域） 

B001-00  

113030910 

糖尿病透析予防指導管理料（情報通信機器を用いた 

場合） 

B001-00 113010010 糖尿病合併症管理料 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 

 

○ 糖尿病予備群の者の数 

（データリソース） 国民健康・栄養調査 

（集計方法） 

ヘモグロビン A1c の測定値がある者のうち、ヘモグロビン A1c（NGSP）値が 6.0％以上、6.5％未満で、"

糖尿病が強く疑われる人"以外の人を算出。 
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○ 糖尿病が強く疑われる者の数 

（データリソース） 国民健康・栄養調査 

（集計方法） 

ヘモグロビン A1c(NGSP)値が 6.5%以上、又は「糖尿病治療の有無」に「有」と回答し 

た者の数を算出。 

 

○ 特定健診での受診勧奨により実際に医療機関へ受診した糖尿病未治療患者の割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 今後検討 

（該当するコード） 

検証の上定義の精緻化が必要。 

※年度末時点の配布データブックには含まれない。 

 

 

○ 糖尿病治療を主にした入院患者数の発生(DKA・昏睡・低血糖などに限定)（糖尿病患者 

1 年当たり） 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 今後検討 

（該当するコード） 

検証の上定義の精緻化が必要。 

※年度末時点の配布データブックには含まれない。 

 

○ 治療継続者の割合 

（データリソース） 国民健康・栄養調査 

（集計方法） 

「これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたこと回答した者のうち、「インスリン注射または血糖を

下げる薬の使用有」又は「現在糖尿病の治療の有」と回答した者を算出。 
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○ 重症低血糖の発生（糖尿病患者 1 年当たり） 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あり、かつ、低血糖病名と同時に 50％ブドウ糖静脈注射がされ

ている患者数 

分母：1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あった糖尿病患者数 

（該当するコード） 低 

血糖病名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%ブドウ糖静脈注射 

薬効分類 医薬品コード 品名 

3231 620001315 大塚糖液５０％ ２００ｍＬ 

3231 620001316 大塚糖液５０％ ５００ｍＬ 

3231 620002599 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 ２０ｍＬ 

3231 620006636 テルモ糖注５０％ ２００ｍＬ 

3231 620006637 テルモ糖注５０％ ５００ｍＬ 

3231 620006649 ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 ２０ｍＬ 

3231 620155714 光糖液５０％ ２０ｍＬ 

3231 620155716 糖液注５０％「ＡＦＰ」 ２０ｍＬ 

3231 640412069 ブドウ糖注射液 ５０％２００ｍＬ 

3231 640412070 ブドウ糖注射液 ５０％５００ｍＬ 

ICD 分類 傷病名コード 病名 

E15 2510003 低血糖昏睡 

E162 2512004 低血糖発作 

E100 8845065 １型糖尿病性低血糖性昏睡 

E110 8845094 ２型糖尿病性低血糖性昏睡 

E140 8838076 糖尿病性低血糖性昏睡 

E160 8830649 インスリン低血糖 

E161 8837872 低血糖性脳症 

E162 8837871 低血糖発作 

E160 2512009 医原性低血糖症 
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3231 640460006 ５０％ブドウ糖注射液「ニッシン」 ２０ｍＬ 

3231 643230048 ブドウ糖注射液 ５０％２０ｍＬ 

3231 643230050 ブドウ糖注射液 ５０％３００ｍＬ 

3231 643230052 ブドウ糖注射液 ５０％５００ｍＬ 

3231 643230252 ブドウ糖注射液 ５０％１００ｍＬ 

3231 643230317 大塚糖液５０％ ２０ｍＬ 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 

 

 

○ 糖尿病の年齢調整死亡率 

（データリソース）人口動態特殊報告 

（集計方法） 

当該年の人口動態統計死亡数を当該年の人口で除した死因別年齢階級別粗死亡率及び 

基準人口(昭和 60 年の国勢調査人口を基に補正した人口)を用いて、以下の式で算出： 

 

∑ （（年齢 5 歳階級別、糖尿病を死因とする粗死亡率） ∗ （基準人口の当該年齢階級の人口））  

基準人口の総数 

 

 

○ 治療が必要な糖尿病網膜症の発生（糖尿病患者 1 年当たり） 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：糖尿病網膜症治療（網膜光凝固術、硝子体茎顕微鏡離断術など）の算定が 1 度以上あった糖尿

病患者数 

分母：1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あった糖尿病患者数 

（該当するコード） 糖尿病 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
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網膜症治療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 糖尿病腎症に対する新規人工透析導入患者数 

（データリソース） 

わが国の慢性透析療法の現況 

（集計方法） 

原疾患が糖尿病性腎症の新規透析導入患者の数を算出。 

 

 

 

○ 糖尿病患者の新規下肢切断術の発生（糖尿病患者 1 年当たり） 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 今後検討 

（該当するコード） 

検証の上定義の精緻化が必要 

※年度末時点の配布データブックには含まれない 

 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

K276-00 150244110 網膜光凝固術 （通常） 

K276-00 150244210 網膜光凝固術（その他特殊） 

K276-00 150248350 汎光凝固術 

K280-00 150274010 硝子体茎顕微鏡した離断術（網膜付着組織を含む） 

K280-02 150356110 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡） 

K280-00 150090610 硝子体茎顕微鏡下離断術（その他） 

K281-00 150252810 増殖性硝子体網膜症手術 

G016-00 130012010 硝子体内注射 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

糖尿病及び合併症の実態把握に関する研究（NDB、医療計画指標） 

 
研究代表者 山内 敏正 東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 
研究分担者 山田 祐一郎 関西電力病院 

菊池 透  埼玉医科大学病院 小児科 
大杉 満  国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 
村田 敏規 信州大学 医学部 眼科学教室 
田中 哲洋 東北大学大学院医学系研究科 腎・膠原病・内分泌内科学分野 
赤澤 宏  東京大学 医学部附属病院 循環器内科学 
東 尚弘  東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学教室 
後藤 温  横浜市立大学学術院 医学群 データサイエンス研究科ヘルスデータ

サイエンス専攻 
野田 龍也  奈良県立医科大学 医学部 
山口 聡子  東京大学 大学院医学系研究科 糖尿病・生活習慣病予防講座 
笹子 敬洋  東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 
田宮 菜奈子 筑波大学 医学医療系、ヘルスサービスリサーチ開発研究センター 
 

研究協力者 門脇 孝  虎の門病院 
田嶼 尚子 東京慈恵会医科大学 医学部 
脇 裕典  秋田大学大学院医学系研究科 代謝・内分泌内科学講座 
岡田 啓  東京大学 大学院医学系研究科 糖尿病・生活習慣病予防講座 
相原 允一 東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 
西岡 祐一 奈良県立医科大学 医学部 
小泉 千惠 東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 
坊内 良太郎 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 
井花 庸子 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 
杉山 雄大 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 
今井 健二郎 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 

研究要旨 

（1）レセプト情報・特定健診等情報データベースを用いた研究  

レセプト情報・特定健診等情報データベースを用いた研究において、我が国における1型糖尿

病の患者数データを算出し、日本糖尿病学会の委員会に貢献した。NDBを用いた日本のデータ

がLancet Diabetes & Endocrinologyにおける国際比較に使用され、昨年度に発表した本邦にお

ける初回外来糖尿病薬処方の実態を明らかにした結果が日本糖尿病における2型糖尿病の薬

物療法のアルゴリズムのコンセンサスステートメントの作成に貢献しており、今後の我が国にお

けるレセプト研究の発展につながる成果となった。 

（2）糖尿病に対する適切な医療提供体制や指標の検討  

 第8次医療計画における“糖尿病の医療体制構築に係る現状把握のための指標案”について

は、本研究が提案した指標が、厚生労働省が主催する腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関

する検討会で議論され、厚生労働省医政局地域医療計画課長より発出された“疾病・事業及び

在宅医療に係る医療体制について”の作成へ貢献した。例えばマトリックスの構成を“3×4”であ

ったものを“3×3”へと変更、指標算出単位が“数”のみであったものを“割合”の概念を導入し、

“特定健診での受診勧奨により実際に医療機関へ受診した糖尿病未治療患者（患者数もしくは

割合）”や“妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠に対する専門的な治療を行う医療機関数（もしくは割

合）” “糖尿病治療を主にした入院患者数”など新たな指標も取り入れられた。 
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Ａ．研究目的 

糖尿病は健康日本 21（第二次）1）に定められた

主要な生活習慣病の 1 つであり、生活習慣病の

重症化予防のために大規模データを利用する取

り組みは健康・医療戦略（令和 2 年）2）等において

も重視されている。医療計画 3）における 5 疾病・5

事業及び在宅医療の医療提供体制のなかでも

糖尿病は重点疾患として扱われており、今後も特

に発症予防・重症化予防に重点をおいて糖尿病

対策事業が継続される見込みである。本研究の

目的は、レセプト情報・特定健診等情報データベ

ース（NDB）の特別抽出データを用いて糖尿病患

者及び糖尿病合併症の実態把握を行うとともに、

糖尿病に対する適切な医療提供体制や指標を

検討することである。 

３年目である今年度は、以下 2 点を研究目的と

して進めた： 

(1) レセプト情報・特定健診等情報データベー

スを用いた研究 

昨年度に引き続き NDB 研究テーマに沿って

検討を進める。 

(2) 糖尿病に対する適切な医療提供体制や指

標の検討   

第 8 次医療計画の糖尿病対策のために、

望ましい医療提供体制に資する指標等を検討

する。 

 

Ｂ．研究方法 

（1）レセプト情報・特定健診等情報データベース

を用いた研究  

計 2 回の班会議を通して議論を行い、適宜班

員による確認・修正を繰り返しながら進めた。 

1）第 1 回班会議：2022 年 9 月 1 日 

（1 名の厚生労働省健康局医系技官、20 名の研

究班員が参加） 

2）第 2 回班会議：2023 年 2 月 23 日 

（1 名の厚生労働省健康局医系技官、20 名の研

究班員が参加） 

特に、以下の 5 つのテーマの議論を進めた。 

1．1 型糖尿病に関する研究 

2．網膜症検査に関する研究 

3．国際研究へのコラボレーション  

-GLOBDIAB コンソーシアム- 

4．本邦における初回外来糖尿病薬処方の 

検討：NDB を用いた解析 

5．第 8 次医療計画の指標算出 

 

（2）糖尿病に対する適切な医療提供体制や指標

の検討  

計 2 回の班会議を通して議論を行い、適宜班

員による確認・修正を繰り返しながら進めた。 

1）第 1 回班会議：2022 年 9 月 1 日 

（1 名の厚生労働省健康局医系技官、20 名の研

究班員が参加） 

2）第 2 回班会議：2023 年 2 月 23 日 

（1 名の厚生労働省健康局医系技官、20 名の研

究班員が参加） 

 

（倫理面への配慮） 

NDB を用いた研究については、国立研究開発

法人国立国際医療研究センターの倫理審査委員

会にて承認された（承認番号: NCGM-G-002492-

03）。 

 

Ｃ．研究結果 

（1）レセプト情報・特定健診等情報データベース

を用いた研究 

1）第 1 回班会議：2022 年 9 月 1 日 

1．1 型糖尿病に関する研究 

1 型糖尿病に関する NDB 解析データを、日本

糖尿病学会 「我が国における 1 型糖尿病の実

態の解析に基づく適正治療の開発に関する研究」

委員会に対して提供している。1 型糖尿病患者の

定義について、SMBG 加算なども用いて再度検

討した、インスリンが枯渇した 1 型糖尿病患者を

想定すると、ベーサルインスリンとボーラスインス
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リンの両方を用いているか、CSII を使用している

かどちらかが必要になることとなり、改めて検討

することとなった。 

2．網膜症検査に関する研究 

 眼底検査実施に至るプロセスとして、糖尿病患

者の約半数が年に 1 回眼科受診している中で、

眼科受診した患者は、ほぼ眼底検査を受けてい

るという結果が NDB によって算出されていた。学

会発表から論文化が進んでいなかったため、改

めて論文化するために進めることとなった。 

3．国際研究へのコラボレーション  

-GLOBDIAB コンソーシアム- 

 昨年度から引き続き、国際的な疫学研究へ参

加し、病型別糖尿病新規発症者数・・病型別糖尿

病有病者数・病型別糖尿病患者における年間死

亡者数などについて検討を行った。 

4．本邦における初回外来糖尿病薬処方の検討：

NDB を用いた解析 

 昨年度本研究にて発表した論文が、2022 年 8

月 29日公開の日本糖尿病学会誌である”糖尿病”

に掲載された、コンセンサスステート m  【2 型糖

尿病の薬物療法のアルゴリズム】4） の序文や、

『3.日本における 2 型糖尿病初回処方の実態』 

という章にて、結果を詳しく言及された。 

 

2）第 2 回班会議：2023 年 2 月 23 日 

1．1 型糖尿病に関する研究 

引き続き日本糖尿病学会 「我が国における 1

型糖尿病の実態の解析に基づく適正治療の開発

に関する研究」委員会に資料を提供しており、1

型糖尿病の病名&（（べーサルインスリン& ボー

ラスインスリン ）又は CSII）& SMBG & 定期受診 

という定義において、2014 年度～2017 年まで 1

型糖尿病患者は 10 万人以下で経年推移してい

るという結果を得た。 

2．網膜症検査に関する研究 

眼底検査実施に至るプロセスの論文について、

受領している最新の NDB データである 2017 年度

のデータを用いて再解析し、Journal of Diabetes 

Investigation に採択とされた。今後公開される予

定である。 

3．国際研究へのコラボレーション  

-GLOBDIAB コンソーシアム- 

国際的な疫学研究へ参加し、病型別糖尿病新

規発症者数・・病型別糖尿病有病者数・病型別糖

尿病患者における年間死亡者数など 5 歳刻みの

値で代表者に提出。代表者の方で 

代表者の方でモデルに当てはめて、 

糖尿病の生涯発症率等を計算したでモデルに当

てはめて、糖尿病の生涯発症率等を計算し、そ

の結果が Lancet Diabetes & Endocrinology5）に公

開された  

5．第 8 次医療計画の指標算出 

 次項で詳細を記載した通り、第 8 次医療計画の

糖尿病指標について、厚労省が主催する「腎疾

患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会」

へ資料提出を行った。本研究班から提案した糖

尿病の指標は、48 都道府県が同一の指標を簡

便に比較可能とすることを主眼の 1 つとして検討

していたため、NDB を用いた指標も多く提案して

いる。糖尿病の指標は上記の糖尿病検討会にお

いて議論されたが、より議論しやすくするために

各指標の具体的な数値についても、実際に我々

が持っているＮＤＢを用いて例示した。最終的に

2023 年 3 月 31 日に厚生労働省医政局地域医療

計画課長より発出された“疾病・事業及び在宅医

療に係る医療体制について”6）において、本研究

班から提案した指標の多くが採用され、ＮＤＢを

用いた指標やその集計定義については、本研究

班から公開した 7、8）（資料 1、資料 2） 

 

（2）糖尿病に対する適切な医療提供体制や指標

の検討  

 本研究班で検討していた指標案について、厚生

労働省が主催する第１回腎疾患対策及び糖尿病

対策の推進に関する検討会（令和 4 年 10 月 28
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日開催）にて研究代表者である山内敏正が参考

人として報告した。検討会当日は、“糖尿病診療

の現状”9）を報告するとともに、その現状に基づい

て検討した“糖尿病の医療体制構築に係る現状

把握のための指標について 10）”を報告した。第 1

回検討会にて研究班案は大筋の承認を得ること

ができ、第 1 回で議論された内容に沿って第 2 回

検討会（令和 4 年 11 月 18 日開催）では厚生労

働省から検討会に“糖尿病の医療体制構築に係

る現状把握のための指標について 11）”が報告さ

れた。厚生労働省資料に対して、参考資料として

実際に算出した指標データなど、本研究班から

資料提供を行った 7、8）。また、本研究班にて作成

した、各指標項目・出典・定義などをまとめた“第

8 次医療計画指標案 12）”が検討会資料として登

録され、検討会における議論の基礎資料となっ

た。最終的に 2023 年 3 月 31 日に厚生労働省医

政局地域医療計画課長より発出された“疾病・事

業及び在宅医療に係る医療体制について” 6）に

おいて、本研究班から提案した指標の多くが採

用されることとなった。 

 

Ｄ．考察 

本研究は、糖尿病患者の実態について、NDB

データを用いて実態把握を行い、我が国の糖尿

病患者を検討する際の基礎資料として使用され

るデータの算出を目指している。また、国立高度

専門医療研究センターである国立研究開発法人 

国立国際医療研究センターの研究員が事務局と

して進めているため、厚生労働省を含めた行政

機関との関係が密接であることが特徴である。各

医療機関が診療の質としての項目を定めている

ことと同様に、国においても、健康日本 21（第二

次）や医療計画で糖尿病対策指標の項目を定め

ており、本研究は日本糖尿病学会とも連携し、国

の糖尿病政策にも貢献できる結果を目指してい

る。 

 レセプト情報・特定健診等情報データベースを

用いた研究においては、1 型糖尿病に関する研

究では日本糖尿病学会の委員会に貢献し、網膜

症検査に関する研究では論文公開を控えている

状況であり、各領域との連携を進める研究を推

進した。特に、国際研究へのコラボレーションとし

て 、 NDB を 用 い た 日 本 の デ ー タ が 、 Lancet 

Diabetes & Endocrinology のようなトップジャーナ

ルにおける国際比較に使用されることは稀であり、

今後の我が国におけるレセプト研究の発展につ

ながる成果と考えている。また、昨年度に発表し

た、本邦における初回外来糖尿病薬処方の実態

を明らかにした結果が、日本糖尿病における 2 型

糖尿病の薬物療法のアルゴリズムのコンセンサ

スステートメントの作成に貢献したことも、今後の

我が国におけるレセプト研究の発展につながる

成果と考えている。 

 第 8 次医療計画の糖尿病対策指標については、

本研究が提案した指標が、厚労省が主催する検

討会で議論され、厚生労働省医政局地域医療計

画課長より発出された“疾病・事業及び在宅医療

に係る医療体制について”の作成へ貢献した。第

8 次医療計画においては、第 7 次医療計画中間

見直しとは違い、指標の大幅な変更が可能であ

った。そのため、例えばマトリックスの構成を“3×

4”であったものを“3×3”へと変更、指標算出単

位が“数”のみであったものを“割合”の概念を導

入など、研究班として臨床的・行政的により意義

があるものへと改善を行った。また、“特定健診で

の受診勧奨により実際に医療機関へ受診した糖

尿病未治療患者（患者数もしくは割合）”や“妊娠

糖尿病・糖尿病合併妊娠に対する専門的な治療

を行う医療機関数（もしくは割合）” “糖尿病治療

を主にした入院患者数”など、新たな指標も取り

入れられた。本件は研究班からの政策提言であ

ると考えられ、厚生労働省健康局直轄の政策研

究班に見合った成果と考える。本研究の指標検

討段階では、循環器領域と関わる指標など、レセ

プト研究として蓋然性が高い定義が未確立であ
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ったことを理由に採用を見送った指標も存在して

いる。今後、第8次医療計画中間見直しや第 9次

医療計画策定の際には、本研究の議論をベース

として更に発展していくことが期待される。 

 

Ｅ．結論 

本研究の NDB を用いた研究が、日本糖尿病

における 2 型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム

のコンセンサスステートメントの作成に貢献し、ト

ップジャーナルにおける国際比較に使用されるこ

となり、今後の我が国におけるレセプト研究の更

なる発展へと貢献した。 

第8次医療計画の糖尿病対策指標については、

本研究が提案した指標が、厚労省が主催する検

討会で議論され、厚生労働省医政局地域医療計

画課長より発出された“疾病・事業及び在宅医療

に係る医療体制について”の作成へ貢献した。 
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資料 1： 糖尿病の医療体制構築に係る現状把握のための指標例 
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資料２： 糖尿病における一部指標の集計定義について 

 

○ 糖尿病専門医が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

糖尿病専門医の認定状況（日本糖尿病学会 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本糖尿病学会により認定された糖尿病専門医が在籍する医療機関数を、都道府県別人

口で除し、人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 

 
○ 糖尿病療養指導士が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

糖尿病療養指導士の状況（日本糖尿病療養指導士認定機構 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本糖尿病療養指導士認定機構により認定された指導士が在籍する医療機関数を、都道

府県別人口で除し、人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 

 

 
 

○ 1 型糖尿病に対する専門的治療を行う医療機関数 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

1 年間でインスリン処方が 1 度以上あり、かつ診療行為よりシリンジポンプに関連する加算を算定

した患者が抽出された医療機関数を都道府県ごとに求める。 

（該当するコード） 

インスリン処方：ATC 分類にて A10A 

シリンジポンプに関連する加算 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

C152-00 114022010 間歇注入シリンジポンプ加算（プログラム付き） 

C152-00 114004810 間歇注入シリンジポンプ加算（１以外） 

 

C152-02 
 

114028770 
持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプ 

連動・２個以下） 
 

C152-02 
 

114028870 
持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプ 

連動・３個又は４個） 
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C152-02 
 

114028970 
持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプ 

連動・５個以上） 
 

C152-02 
 

114029070 
持続血糖測定器加算（プログラム付きシリンジ 

ポンプ） 
 

C152-02 
 

114029170 
持続血糖測定器加算（プログラム付きシリンジ 

ポンプ以外） 

 

○ 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠に対する専門的な治療を行う医療機関数 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定している医療施設数を都道府県ごとに求める。 

（該当するコード） 

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

C101-03 114021110 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料１ 

C101-03 114050010 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料２ 

 

○ 腎臓専門医が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

腎臓専門医県別人数（日本腎臓学会 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本腎臓学会により認定された専門医が在籍する医療機関数を、都道府県別人口で除し、

人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 

 
○ 歯周病専門医が在籍する医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

歯周病専門医の認定状況（日本歯周病学会 HP） 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

日本歯周病学会により認定された歯周病専門医が在籍する医療機関数を、都道府県別人

口で除し、人口 10 万人あたりの医療機関数を求める。 

 

 

 

 
○ 糖尿病網膜症に対する専門的治療を行う医療機関数 （人口 10 万人当たり） 
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（データリソース） 

NDB 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あった患者に糖尿病網膜症治療（網膜光凝固術、硝子 

体茎顕微鏡離断術など）を算定した医療機関数を、都道府県別人口で除し、人口 10 万人あた

りの医療機関数を求める。 

（該当するコード） 網

膜症治療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 糖尿病性腎症に対する専門的治療を行う医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

NDB 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

糖尿病透析予防指導管理料が算定されている医療機関数を、都道府県別人口で除し、人口 10 

万人あたりの医療機関数を求める。 

（該当するコード） 

糖尿病透析予防指導管理料 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

B001-00 113013610 糖尿病透析予防指導管理料 

B001-00 113015610 糖尿病透析予防指導管理料（特定地域） 

B001-00 113030910 糖尿病透析予防指導管理料（情報通信機器を用いた場 

合） 

 

 

 

 

 

○ 糖尿病足病変に対する専門的治療を行う医療機関数 （人口 10 万人当たり） 

（データリソース） 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

K276-00 150244110 網膜光凝固術 （通常） 

K276-00 150244210 網膜光凝固術（その他特殊） 

K276-00 150248350 汎光凝固術 

K280-00 150274010 硝子体茎顕微鏡した離断術（網膜付着組織を含む） 

K280-02 150356110 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡） 

K280-00 150090610 硝子体茎顕微鏡下離断術（その他） 

K281-00 150252810 増殖性硝子体網膜症手術 

G016-00 130012010 硝子体内注射 
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NDB 

住民基本台帳人口 

（集計方法） 

糖尿病合併症管理料が算定されている医療機関数を、都道府県別人口で除し、人口 10 

万人あたりの医療機関数を求める。 

（該当するコード） 糖

尿病合併症管理料 

 

 

 

 
○ 特定健康審査の実施率 

（データリソース） 

特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省 HP） 

（集計方法） 

医療保険者から国に報告された特定健康診査の実施結果を都道府県ごとに求める。 

 
 

○ 特定保健指導の実施率 

（データリソース） 

特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（厚生労働省 HP） 

（集計方法） 

医療保険者から国に報告された特定保健指導の実施結果を都道府県ごとに求める。 

 
 

○ 糖尿病患者の年齢調整外来受療率 

（データリソース） 患

者調査 

（集計方法） 

傷病大分類「糖尿病」の都道府県別の年齢階級別推計患者数から算出した都道府県別受療率を標準

人口に当てはめ算出 

 
○ HbA1c もしくは GA 検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、HbA1c 検査もしくはグリコアルブミン（GA）検査が 

1 年間で 1 度以上あった患者数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

B001-00 113010010 糖尿病合併症管理料 
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（該当するコード） 

HbA1c 検査・GA 検査 

区分番号 診療行為コード 名称 

D005-00 160010010 ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ） 

D007-00 160151050 グリコアルブミン 

 

○ インスリン治療の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、1 年間でインスリン処方が 1 度以上あり、かつ、在宅自己注射

指導管理料の算定が 1 度以上あった糖尿病患者の数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

インスリン処方：ATC 分類にて A10A 

在宅自己注射指導管理料 

区分番号 診療行為コード 名称 

C101-00 114021010 在宅自己注射指導管理料（複雑な場合） 

C101-00 114028410 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２８回以上） 

C101-00 114028570 導入初期加算（在宅自己注射指導管理料） 

C101-00 114040610 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２７回以下） 

C101-00 114062910 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２７回以下） 

（情報通信機器） 

C101-00 114063010 在宅自己注射指導管理料（１以外）（月２８回以上） 

（情報通信機器） 

C101-00 114063110 在宅自己注射指導管理料（複雑な場合）（情報通信機 

器を用いた場合） 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 外来栄養食事指導の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 
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以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料が 1 年 

間で 1 度以上算定のあった患者数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

外来栄養食事指導量、集団栄養食事指導料 

区分番号 診療行為コード 名称 

B001-00 113017410 外来栄養食事指導料１（初回）（対面） 

B001-00 113017510 外来栄養食事指導料１（２回目以降）（対面） 

B001-00 113029810 外来栄養食事指導料１（２回目以降）（情報通信機 

器等） 

B001-00 113029910 外来栄養食事指導料２（初回）（対面） 

B001-00 113030010 外来栄養食事指導料２（２回目以降）（対面） 

B001-00 113034710 外来栄養食事指導料１（初回）（情報通信機器等） 

B001-00 113034810 外来栄養食事指導料２（初回）（情報通信機器等） 

B001-00 113034910 外来栄養食事指導料２（２回目以降）（情報通信機 

器等） 

B001-00 113035010 外来栄養食事指導料（がん専門管理栄養士による

栄 

養食事指導） 

B001-00 113044410 外来栄養食事指導料（外来化学療法実施患者・月２ 

回以上の指導） 

B001-00 113003410 集団栄養食事指導料 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 

 
 

○ 眼底検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、眼底検査が１年間に 1 度以上あった糖尿病患者分母：

糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 眼

底検査 

区分番号 診療行為コード 名称 
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D255-00 160081010 精密眼底検査（片） 

D255-00 160081130 精密眼底検査（両） 

D255-00 160171110 汎網膜硝子体検査（片） 

D256-00 160203710 眼底カメラ撮影（アナログ撮影） 

D256-00 160203810 眼底カメラ撮影（デジタル撮影） 

D256-00 160081550 眼底カメラ撮影（蛍光眼底法） 

D256-00 160199310 眼底カメラ撮影（自発蛍光撮影法） 

D256-00 160183310 眼底三次元画像解析 

D256-03 160213310 光干渉断層血管撮影 

D257-00 160081610 スリットＭ（前・後眼部） 

○ 糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 尿中アルブミン・蛋白定量検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出：分母に含まれる患者のうち、アルブミン定量（尿）もしくは蛋白定量（尿）検査

が 1 年間で 1 度以上あった患者の数、糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院し

た患者・200 床以上の施設で処方を受けている患者を除く。※定期受診：4 か月以上受診間隔が

空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

アルブミン定量（尿）、蛋白定量（尿）検査 

区分番号 診療行為コード 名称 

D001-00 160004810 アルブミン定量（尿） 

D001-00 160000410 尿蛋白 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ クレアチニン検査の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、（血清）クレアチニンが１年間に１度以上あった患者数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 
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（該当するコード） 

（血清）クレアチニン検査 

区分番号 診療行為コード 名称 

D007-00 160019210 クレアチニン 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 糖尿病透析予防指導もしくは糖尿病合併症管理の実施割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：分母に含まれる患者のうち、糖尿病透析予防指導管理料または糖尿病合併症管理料のいずれ

かが 1 年間で１度以上算定されている患者数 

分母：糖尿病定期受診※をしている患者数、当該年度に入院した患者を除く 

※定期受診：4 か月以上受診間隔が空かない糖尿病患者 

（該当するコード） 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

B001-00 113013610 糖尿病透析予防指導管理料 

B001-00 113015610 糖尿病透析予防指導管理料（特定地域） 

B001-00  

113030910 
糖尿病透析予防指導管理料（情報通信機器を用いた 

場合） 

B001-00 113010010 糖尿病合併症管理料 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 糖尿病予備群の者の数 

（データリソース） 国

民健康・栄養調査 

（集計方法） 

ヘモグロビン A1c の測定値がある者のうち、ヘモグロビン A1c（NGSP）値が 6.0％以上、6.5％未満

で、"糖尿病が強く疑われる人"以外の人を算出。 

 
○ 糖尿病が強く疑われる者の数 

（データリソース） 国

民健康・栄養調査 

（集計方法） 

ヘモグロビン A1c(NGSP)値が 6.5%以上、又は「糖尿病治療の有無」に「有」と回答し 
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た者の数を算出。 
 
 

○ 特定健診での受診勧奨により実際に医療機関へ受診した糖尿病未治療患者の割合 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

今後検討 

（該当するコード） 

検証の上定義の精緻化が必要。 

※年度末時点の配布データブックには含まれない。 
 
 

○ 糖尿病治療を主にした入院患者数の発生(DKA・昏睡・低血糖などに限定)（糖尿病患者 

1 年当たり） 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

今後検討 

（該当するコード） 

検証の上定義の精緻化が必要。 

※年度末時点の配布データブックには含まれない。 
 
 

○ 治療継続者の割合 

（データリソース） 国

民健康・栄養調査 

（集計方法） 

「これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたこと回答した者のうち、「インスリン注射または

血糖を下げる薬の使用有」又は「現在糖尿病の治療の有」と回答した者を算出。 

 
○ 重症低血糖の発生（糖尿病患者 1 年当たり） 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あり、かつ、低血糖病名と同時に 50％ブドウ糖静脈注射

がされている患者数 
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分母：1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あった糖尿病患者数 

（該当するコード） 低

血糖病名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%ブドウ糖静脈注射 

薬効分類 医薬品コード 品名 

3231 620001315 大塚糖液５０％ ２００ｍＬ 

3231 620001316 大塚糖液５０％ ５００ｍＬ 

3231 620002599 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 ２０ｍＬ 

3231 620006636 テルモ糖注５０％ ２００ｍＬ 

3231 620006637 テルモ糖注５０％ ５００ｍＬ 

3231 620006649 ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 ２０ｍＬ 

3231 620155714 光糖液５０％ ２０ｍＬ 

3231 620155716 糖液注５０％「ＡＦＰ」 ２０ｍＬ 

3231 640412069 ブドウ糖注射液 ５０％２００ｍＬ 

3231 640412070 ブドウ糖注射液 ５０％５００ｍＬ 

3231 640460006 ５０％ブドウ糖注射液「ニッシン」 ２０ｍＬ 

3231 643230048 ブドウ糖注射液 ５０％２０ｍＬ 

3231 643230050 ブドウ糖注射液 ５０％３００ｍＬ 

3231 643230052 ブドウ糖注射液 ５０％５００ｍＬ 

3231 643230252 ブドウ糖注射液 ５０％１００ｍＬ 

3231 643230317 大塚糖液５０％ ２０ｍＬ 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 糖尿病の年齢調整死亡率 

（データリソース）人口動態特殊報告 

ICD 分類 傷病名コード 病名 

E15 2510003 低血糖昏睡 

E162 2512004 低血糖発作 

E100 8845065 １型糖尿病性低血糖性昏睡 

E110 8845094 ２型糖尿病性低血糖性昏睡 

E140 8838076 糖尿病性低血糖性昏睡 

E160 8830649 インスリン低血糖 

E161 8837872 低血糖性脳症 

E162 8837871 低血糖発作 

E160 2512009 医原性低血糖症 
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（集計方法） 

当該年の人口動態統計死亡数を当該年の人口で除した死因別年齢階級別粗死亡率及び 基準

人口(昭和 60 年の国勢調査人口を基に補正した人口)を用いて、以下の式で算出： 

 
∑ （（年齢 5 歳階級別、糖尿病を死因とする粗死亡率） ∗ （基準人口の当該年齢階級の人口）） 基準

人口の総数 

 

○ 治療が必要な糖尿病網膜症の発生（糖尿病患者 1 年当たり） 

（データリソース） 

NDB 

（集計方法） 

以下の定義で算出： 

分子：糖尿病網膜症治療（網膜光凝固術、硝子体茎顕微鏡離断術など）の算定が 1 度以上あった

糖尿病患者数 

分母：1 年間で糖尿病薬処方が 1 度以上あった糖尿病患者数 

（該当するコード） 糖

尿病網膜症治療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糖尿病薬処方：ATC 分類にて A10A、A10B 
 
 

○ 糖尿病腎症に対する新規人工透析導入患者数 

（データリソース） 

わが国の慢性透析療法の現況 

（集計方法） 

原疾患が糖尿病性腎症の新規透析導入患者の数を算出。 
 
 

○ 糖尿病患者の新規下肢切断術の発生（糖尿病患者 1 年当たり） 

（データリソース） 

区分番号 診療行為コード 診療行為名称 

K276-00 150244110 網膜光凝固術 （通常） 

K276-00 150244210 網膜光凝固術（その他特殊） 

K276-00 150248350 汎光凝固術 

K280-00 150274010 硝子体茎顕微鏡した離断術（網膜付着組織を含む） 

K280-02 150356110 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡） 

K280-00 150090610 硝子体茎顕微鏡下離断術（その他） 

K281-00 150252810 増殖性硝子体網膜症手術 

G016-00 130012010 硝子体内注射 
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NDB 

（集計方法） 今後検

討 

（該当するコード） 

検証の上定義の精緻化が必要 

※年度末時点の配布データブックには含まれない 
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国民健康・.栄養調査による糖尿病有病者数推計について 

 
研究分担者 横山 徹爾 国立保健医療科学院 生涯健康研究部 
研究代表者 山内 敏正 東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 
研究分担者 大杉 満  国立国際医療研究センター研究所 糖尿病情報センター 

東 尚弘  東京大学医学系研究科公衆衛生学分野 
後藤 温  横浜市立大学医学部公衆衛生学 
笹子 敬洋  東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 

研究協力者 杉山 雄大 国立国際医療研究センター研究所 糖尿病情報センター 
今井 健二郎 国立国際医療研究センター研究所 糖尿病情報センター 

 

 

Ａ．研究目的 

糖尿病は健康日本２１（第二次）に定められた

主要な生活習慣病のひとつであるだけでなく、健

康・医療戦略や医療計画の中でも重視されてお

り、糖尿病の有病者数は、糖尿病対策の指標と

して、健康日本２１（第二次）の目標項目１）や第７

次医療計画の指標２）、成長戦略フォローアップの

KPI 等３）にも設定されている。糖尿病の有病者数

及び予備群の数（「糖尿病が強く疑われる者」及

び「糖尿病の可能性が否定できない者」の数）は

現在国民健康・栄養調査の拡大調査年に推計さ

れており４）、現状の最新値が平成 28 年となって

いるが、新型コロナウイルス感染症流行拡大の

ため、平成 28 年の次の算出予定年であった令和

2 年および 3 年の国民健康・栄養調査が中止とな

り、現在平成 28 年以降の糖尿病有病者数が算

出できない状況となっている。健康日本２１（第二

次）最終評価５）や各種計画の進捗フォローのた

めに代替の算出方法を早急に検討する必要があ

る。健康日本２１（第二次）最終評価では、原則と

して新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

前の令和元年までのデータを用いることとなった

ため５）、本分担研究では健康日本２１（第二次）

の指標の一つである「糖尿病が強く疑われる者」

の人数の令和元年の値を推計することを目的と

する。 

 

Ｂ．研究方法 

 国民健康・栄養調査では、HbA1c (NGSP 値)≧

6.5%または現在治療中の者を「糖尿病が強く疑わ

れる者」、それ以外で6.5％＞HbA1c≧6.0%の者を

「糖尿病の可能性を否定できない者」と定義して

いる（NGSP 値採用以前の調査では対応する

JDS 値と治療状況に基づいて同様に定義）。以

下、両者を合わせて「糖尿病有病者等」と呼ぶ４）。 

糖尿病有病者等の全国人数を推計するため

には、性・年齢階級別にこれらに該当する者の割

合を計算し、その年次の性・年齢階級別人口を 

研究要旨 

健康日本２１（第二次）における糖尿病に関する目標項目のひとつである「糖尿病が強く疑われる者」

の人数は、国民健康・栄養調査の拡大調査年のデータを用いて推計されており、現状の最新値は平成

28 年となっているが、新型コロナウイルス感染症流行拡大のため、平成 28 年の次に予定されていた拡

大調査が中止された。そこで、本分担研究では平成 24 年～令和元年に行われた拡大調査以外の国民

健康・栄養調査結果も含めて令和元年の人数を推計した。「糖尿病が強く疑われる者」は 1,150 万人と推

計され、策定時に予測された 1,270 万人に比べると少ないが、目標値の 1,000 万人（令和元年は 980 万

人）よりは多く、目標に対して約 41%の改善（(1,270 万－1,150 万)÷(1,270 万－980 万)）だった。令和元年

の推計値の 95%信頼区間は 1,080 万～1,220 万人であり、解釈にあたっては、70 万人くらいの誤差があり

得るという点に注意を要する。 
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乗じて合計する（表１）。拡大調査年以外の国民

健康・栄養調査でも、平成 18 年以降毎年の「糖

尿病有病者等」の性・年齢階級別割合が公表さ

れており、性・年齢階級別人口６）を乗じることによ

って、標準誤差は大きいものの「糖尿病有病者等」

の人数を推計することは可能である。しかし、令

和元年は通常調査であり推計誤差が大きいため、

通常の方法による同年の推計人数をそのまま使

うのでは適切ではない。そこで、平成 24 年～令

和元年の各年の「糖尿病有病者等」の性・年齢別

割合についてロジスティック回帰を行って令和元

年の性・年齢別割合を推定し、同年の性・年齢別

人口を乗じて「糖尿病有病者等」の人数を推計し

た。なお、国民健康・栄養調査は“単位区”を抽出

単位とした層化クラスター抽出のため４）、クラスタ

ー内相関を考慮して計算を行った。 

国民健康・栄養調査の個票データは統計法第

33 条に基づいて利用申請を行ったうえで提供を

受けて用いた（厚生労働省発健 0323 第 11 号）。 

 

Ｃ．研究結果 

図１に、通常の方法で推計した各年の糖尿病

有病者等の人数と標準誤差を示す。拡大調査年

（平成 24 年と 28年）以外の変動はかなり大きい。 

次に、平成 24 年～令和元年の各年の糖尿病

有病者等の性・年齢階級別割合についてロジス

ティック回帰を行い、令和元年に予測される割合

を図２に示した。 

これに各年の性・年齢階級別人数を乗じて「糖

尿病が強く疑われる者」の人数（図３太線）を推計

したところ、令和元年は 1,150 万人(95%信頼区

間：1,080 万～1,220 万人)となった。同様にして、

「糖尿病の可能性が否定できない者」は 1,200 万

人（95%信頼区間：1,120 万-1,270 万人）、両者を

合計すると 2,340 万人（2,250 万-2,440 万人）と推

計された。（表２） 

 

Ｄ．考察 

 平成 24 年～令和元年国民健康・栄養調査結果

に基づいて、令和元年の「糖尿病有病者等」の人

数を推計した。 

健康日本２１（第二次）における糖尿病に関す

る目標項目の一つとして「糖尿病有病者の増加

の抑制」があり、策定時（平成 19 年）の 890 万人

が令和 5 年度に 1,410 万人まで増加すると予測

されていたところを（図３点線）、1,000 万人に抑制

することを目標（図３細い実線）としていた。 

令和元年の推計数 1,150 万人は、策定時に予

測された 1,270 万人に比べると少ないが、目標値

の 1,000 万人（令和元年は 980 万人）よりは多く、

目標に対して約 41%の改善（(1,270 万－1,150 万)

÷(1,270 万－980 万)）だった。ただし、令和元年

の推計数の 95%信頼区間は 1,080 万～1,220 万

人であり、解釈にあたっては、70 万人くらいの誤

差があり得るという点に注意を要する。 

これまでの国民健康・栄養調査では、表１に示

したように、70 歳以上をまとめて糖尿病有病率を

計算し、70 歳以上の人口に乗じて糖尿病有病者

数を推計してきた。しかし、高齢者が増加してい

る近年、より細かい年齢区分での計算を検討す

る必用があるだろう。そのためには、年齢区分を

細かくしても十分な人数が確保できる拡大調査

が必要である。 

 

Ｅ．結論 

国民健康・栄養調査により、わが国における糖

尿病有病者等の人数が把握されてきたが、新型

コロナウイルス感染症流行拡大の影響で令和２

年の拡大調査が中止となったため、それ以前の

調査データを用いて、令和元年の糖尿病有病者

数を推計したところ、1,150 万人(95%信頼区間：

1,080 万～1,220 万人)と推計された。策定時に予

測されていた令和元年の 1,270 万人に比べると

少ないが、目標値の 1,000 万人（令和元年では

980 万人）よりは多く、目標に対して約 41%の改善

だった。糖尿病有病者数の増加傾向は続いてお
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り、今後も国民健康・栄養調査等を活用してその

動向を注視していく必要がある。 

 

Ｇ．研究発表 

 なし 

  

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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表１：糖尿病有病者等の人数の推計方法 

 

 

 

 

図１．「糖尿病が強く疑われる者」の全国人数の毎年の推計値 

 

  

全国推計値糖尿病が強く疑われる者調査対象全国人口平成19年

（千人）割合※人数人数（千人）

N×B÷AB÷ABAN

871.1%1887,68320－29歳男性

2853.0%62009,51130－39歳

6117.6%162108,02040－49歳

1,11312.1%322649,18050－59歳

1,74422.1%914117,87760－69歳

1,80122.6%1014467,95570歳以上

5,64211.2%-1,61950,226計

00.0%0116734920－29歳女性

480.5%2389927830－39歳

2292.9%10347793340－49歳

5205.6%25447930450－59歳

1,19314.1%74523843460－69歳

1,28711.0%625621167070歳以上

3,2776.1%-2,38453,968計

8,9198.6%-4,003104,194男女計

※拡大調査では、単なる割合ではなく、都道府県別抽出率を考慮した「全国補正値」を用いる。
－は計算に用いないため省略。
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(千人) 通常調査年は調査人数が少ないため、標本誤差が大きく、値がバラつきやすい

拡大調査 拡大調査

（誤差線は95%信頼区間）

890万人
950万人 1,000万人
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各年の国民健康・栄養調査データより算出
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図２．平成 24 年～令和元年の性・年齢階級別「糖尿病が強く疑われる者」の割合の

推移とロジスティック回帰曲線（各年の国民健康・栄養調査データより算出） 

 
 

図３．「糖尿病が強く疑われる者」の平成 9 年、14 年、19 年調査に基づく策定時の

将来予測（点線）、目標値（細い実線）、平成 24～令和元年調査に基づく令和

元年推計（太い実線） 
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H19: 890万

H9, 14年は糖尿病実態調査、他は国民健康・栄養調査（H24, 28年は拡大調査。他は通常調査で標本誤
差が大きくバラつきが生じやすいためR1年値は回帰曲線で推定）
H9, 14, 19年調査に基づく将来予測に用いた人口は「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」

H24: 950万 H28: 1000万

R1: 1150万
(95%信頼区間
1080-1220万)

(策定時の将来予測)

健康日本21(第二次)

2 4
令和（年）

H31(R1): 1270万

目標値:
1000万
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表２．令和元年の糖尿病有病者等の推計数（平成 24 年～令和元年国民健康・栄養

調査に基づく推計） 

 

 

  

（単位：万人）
糖尿病が強く
疑われる者

糖尿病の可能性が
否定できない者

計

男性 690 (630-740) 520 (460-570) 1,200 (1,130-1,270)

女性 460 (420-510) 680 (630-730) 1,140 (1,080-1,200)

計 1,150 (1,080-1,220) 1,200 (1,120-1,270) 2,340 (2,250-2,440)
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

糖尿病をもつ人の視点に関する研究 

糖尿病の診療や生活の体験に関する調査研究 

 
研究代表者 山内 敏正 東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 
研究分担者 山田 祐一郎 関西電力病院 

 大杉 満  国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 
東 尚弘  東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学教室 
笹子 敬洋 東京大学 医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 
田宮 菜奈子 筑波大学 医学医療系、ヘルスサービスリサーチ開発研究センター 

 
研究協力者 脇 裕典  秋田大学大学院医学系研究科 代謝・内分泌内科学講座 
            井花 庸子 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 

木村 晶子 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 
  杉山 雄大 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 

今井 健二郎 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター 
 

Ａ．研究目的 糖尿病は慢性疾患であり、一度罹患すると生涯

研究要旨 

糖尿病がある人診療・生活体験について、既存データではアプローチが困難な当事者の

主観的意見・生活の実態や困難について調査するため、患者会（日本糖尿病協会）を通じた

アンケート調査と、つくば市での生活習慣関連のアンケート調査を行った。 

日本糖尿病協会会員への患者調査については、患者会等に属し担当医が糖尿病を専門

とする者が大半で、糖尿病について理解が深い集団ということが特徴であり、約7000枚配布

し、2500枚以上が回収された（同意あり回収率39.3％）。服薬アドヒアランスは良好であるが、

食事・運動の取り組みの理解と実行の間に乖離を認めた。医療者への相談ができると回答し

た割合は運動で低く、専門的な運動関連の診療加算がない外来診療で医療がどう関わるか

課題である。受診中断の理由としては、治療の優先度の理解や疾患への認識不足、経済的

に負担に加えて担当医・医療スタッフへの不信感も挙げられたことが特徴的であった。糖尿

病受診中断の防止、受診中断から戻すために、医療機関や行政などが出来る取組として、

医療機関とのコミュニケーションを良好にし、積極的に受診勧奨・声掛けを行うことが効果的

であると考えられた。また、糖尿病とともに暮らす自分への満足度は半数以下であり、周囲の

糖尿病への理解不足や社会の偏見への取り組み、そして医療者からの糖尿病への偏見へ

のアプローチが糖尿病のある方の生きにくさを解消するために重要と考えられた。将来への

不安に対して、安心して生き、成長し老後を迎えるための具体的な課題も提示された。 

つくば市での生活習慣関連のアンケート調査については、つくば市国民健康保険（レセプ

ト・健診）データベースより20～74歳でR令和３年度に、糖尿病の薬を一度でも処方または、特

定健診でHbA1cが6.5以上であった者に対して、レセプト情報（糖尿病薬・病名・年齢）で層別

化し、各層の母集団の人数に応じて対象者をランダム抽出し、1000人へ調査票を配布したと

ころ、1有効回答は約450件（回収率約45％）であった。様々な背景の糖尿病患者の声を診療

の改善や政策立案に活かすため、今後も詳細な解析を進める予定である。 
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にわたり治療・療養の継続が必要となる。長期に

及ぶ経過の中では、治療中断による悪化のリスク

や合併症の発生・重症化のリスクなどがある一方

で、その継続には医療提供体制や疾患に関する

理解・治療継続の環境・経済的問題などが影響す

る。また、ライフイベントごとに生理的・環境等の変

化に合わせた治療・療養の変更を迫られる。これら

の患者を取り巻く多様な実態を把握し適切な診療

を継続させるためには、患者自身の視点を踏まえ

た調査が重要である。本研究においては、糖尿病

の診療・療養について、既存データではアプローチ

が困難な患者の主観的意見・生活の実態や困難

について調査し課題を抽出することで、糖尿病患

者における医療提供体制の見直しや、診療・療養

の質の向上に貢献することを目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

計 2 回の班会議を通して議論を行い、適宜班員

による確認・修正を繰り返しながら進めた。 

1）第 1 回班会議：2022 年 9 月 1 日 

（1 名の厚生労働省健康局医系技官、20 名の研究

班員が参加） 

2）第 2 回班会議：2023 年 2 月 23 日 

（1 名の厚生労働省健康局医系技官、20 名の研究

班員が参加） 

3）日本糖尿病協会会員への患者調査 

・調査目的：糖尿病患者（1 型・2 型を含める）の生

活の実態や困難について調べる。現状の統計・調

査だけでは抽出できない糖尿病患者の実態把握と

課題抽出を行い、今後の糖尿病対策計画等の立

案の際の検討材料を提供する。 

・調査項目：比較可能性の観点から 1 型糖尿病患

者へ行われた厚労科研田嶼班調査票をベースとし

て、他疾患で用いられた調査項目（治療への満足

度、疾病情報を得やすいか等）も参考とする方向と

する。 

・研究方法：インタビューとアンケートの 2 段階調査

とする。 

 インタビュー：まずはオピニオンリーダー（日本

糖尿病協会理事等の方）、その後一般の患者

さんに Web インタビューを行い、全体像を把握、

調査票を改善。 

 アンケート：調査票を“さかえ”に同梱すること

で発送。 

 ＜本部会員の方＞糖尿病協会→会員 （郵送

する会員を無作為抽出） 

＜友の会会員の方＞糖尿病協会→友の会→会

員  （25名以上の会員を要擁するの会を無作為抽

出） 

 ・調査票は、紙媒体+QR コードとし、属性別回収

率も算出する 

 

4）つくば市での生活習慣関連のアンケート調査 

• 目的： つくば市の特定健康診査・レセプト情報と

アンケート調査を突合し、患者背景の特性を併せ

た、糖尿病を持つ人患者の治療や生活療養の課

題を抽出する 

• 対象：つくば市国民健康保険（レセプト・健診）デ

ータベースより 20～74 歳才で R 令和３年度に、糖

尿病の薬を一度でも処方された、または、特定健

診で HbA1c が 6.5 以上であった者。レセプト情報

（糖尿病薬・病名・年齢）で層別化し、各層の母集

団の人数に応じて対象者をランダム抽出し、 1000

人へ調査票を配布 

・調査期間：2022 年 12 月中旬〜2023 年 1 月末 

・調査票の配布：つくば市より上記対象者へ郵送 

・調査票内容：糖尿病及び生活習慣に関するもの 

• 配布枚数： 1000 部 

• 調査票の規模： A4 で 12 ページ 

• 質問項目数： 50 項目 

 

（倫理面への配慮） 

・日本糖尿病協会と協力するインタビュー・アンケ

ート調査については、国立研究開発法人国立国際

医療研究センターの倫理審査委員会にて承認され

た（承認番号: NCGM-G-004199-00）。 
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・つくば市と協力するアンケート調査については、

筑波大学の倫理審査委員会にて承認された（承認

番号: 1820－1）。 

 

Ｃ．研究結果 

1）第 1 回班会議：2022 年 9 月 1 日 

・日本糖尿病協会会員への患者調査について、解

析等の進捗を共有するとともに、つくば市でのアン

ケートの調査票（資料１）について検討した。 

2）第 2 回班会議：2023 年 2 月 23 日 

・日本糖尿病協会会員への患者調査について、解

析結果を学会報告する方向で議論した。つくば市

との連携調査の経過を報告し、議論した。 

 

3）日本糖尿病協会会員への患者調査 

＜アンケート調査＞ 

・インタビュー調査を基にして作成したアンケート調

査票を用いて、日本糖尿病協会会員にアンケート

調査を行った。 

・回収期限は 2022 年 3 月 31 日としており、3 月途

中時点で約 7000 枚配布し、2500 枚以上が回収さ

れた（同意あり回収率 39.3％）。Web フォーム回答

もあったが大部分が郵送回答であり、自由記載も

多かった。 

・1 型糖尿病が約 40％で、年齢平均約 63 歳、女性

約 50％であった。“糖尿病の状態にあった食事内

容がわかる”に「そう思う・ややそう思う」と回答した

のは 1 型約 80%・2 型約 72％、“糖尿病の状態にあ

った運動療法がわかる”では約 66%・2 型約 74％、

食事について“医療スタッフへ相談できる”では 1

型約69％・2型72％、運動については1型約57％・

2 型約 59％だった。受診中断をしたことがあると回

答したのは約 160 名（全体約 6％、1 型約 3％・2 型

約 8％）であった。受診中断の理由としては、診療

の優先度への理解不足や経済上の要因に加え、

“担当医・医療スタッフに怒られた、不信感”や“治

療がうまくいかず嫌になった”という回答が多く、治

療に戻ったきっかけとして、“医療機関とのコミュニ

ケーション”が多かった。“糖尿病とともに暮らす自

分に満足している”に対して「そう思う」「ややそう思

う」との回答は１型約 39％・２型約 47％、“社会に

は糖尿病への偏見がある”では 1 型約 57％・2 型

約 26％、 “医療者の中には糖尿病に対する偏見

がある”では 1 型約 21％、2 型約 12％であった。１

型約 79％、２型約 58％が将来への不安を感じてお

り、不安の内容は１型では「医療費」、65 歳以上で

は「治療の自己管理」、２型では年齢を問わず「合

併症の進行」が最も多かった。 

 

4）つくば市での生活習慣関連のアンケート調査 

・つくば市の住民を対象に、つくば市からアンケート

調査を行った。 

・1000 枚配布し、有効回答は約 450 件（回収率約

45％） 

・女性約 43％、年齢平均約 64 歳、約 290 人が、こ

れまでに医師から糖尿病といわれたことがあると

回答した。 

・糖尿病への理解や偏見、スティグマ、糖尿病とい

う病名についての調査項目もあり、詳細は、今後と

りまとめる予定。（例： 「糖尿病」の病名への印象

について、つくば市の調査で「少し気になる・抵抗

がある・とても抵抗がある」の回答は、【1 型病名あ

り】、【糖尿病薬処方あり 1 型病名なし】、【糖尿病

薬処方なし HbA1c6.5 以上】いずれの集団も６割程

度であった。） 

 

Ｄ．考察 

本研究は、糖尿病のある方患者の主観的意見・

生活の実態や困難について調査し課題を抽出す

ることで、糖尿病のある方患者における医療提供

体制の見直しや、診療・生活療養の質の向上に貢

献することを目的としている。 

日本糖尿病協会会員への患者調査については、 

患者会等に属し担当医が糖尿病を専門とする者が

大半で、糖尿病について理解が深い集団というこ

とが特徴である。服薬アドヒアランスは良好である
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が、食事・運動の取り組みの理解と実行の間に乖

離を認めた。医療者への相談ができると回答した

割合は運動で低く、専門的な運動関連の診療加算

がない外来診療で医療がどう関わるか課題である。

受診中断の理由として、既報１3）においても治療の

優先度の理解や疾患への認識不足、経済的に負

担は挙げられていたが、本研究では上記に加えて

担当医・医療スタッフへの不信感も挙げられたこと

が特徴的であった。糖尿病受診中断の防止、受診

中断から戻すために、医療機関や行政などが出来

る取組として、医療機関とのコミュニケーションを良

好にし、積極的に受診勧奨・声掛けを行うことが効

果的であると考えられた。また、糖尿病とともに暮

らす自分への満足度は半数以下であり、周囲の糖

尿病についての理解不足や社会の偏見への取り

組み、そして医療者からの糖尿病への偏見へのア

プローチが糖尿病のある方の生きにくさを解消す

るために重要と考えられた。将来への不安に対し

て、安心して生き、成長し老後を迎えるための具体

的な課題も提示された。これらの結果につて、2023

年 5 月開催の、第 66 回日本糖尿病学会年次学術

集会に 3 つの報告を予定している。 

つくば市での生活習慣関連のアンケート調査に

ついては、行政が行うアンケート調査の項目につ

いて、研究班として作成に貢献した。回収率も非常

に高く、つくば市の健康に対する意識の高さが示

唆された。本研究は、つくば市が行政として行うア

ンケート調査に対して、二次解析を行うという建付

けである。そのため、アンケート調査が 2022 年 12

月末～2023 年 1 月と当初想定より遅れ、つくば市

から研究班へのデータ提供が 3 月末となったため

本研究期間内の詳細な解析は困難であった。ただ

し、代表性の高い集団として対象を選定しており、

貴重なデータとなるため、今後も詳細な解析を進

める予定である。 

 

 

Ｅ．結論 

糖尿病の診療・生活の体験療養について、既存

データではアプローチが困難な糖尿病のある方患

者の主観的意見・生活の実態や困難について調

査する目的で、患者会（日本糖尿病協会）を通じた

アンケート調査と、保険者を通じたサンプリングア

ンケート調査を実施するために、つくば市・筑波大

学と連携して生活習慣関連のアンケート調査を行

った。糖尿病の診療・生活の体験についての患者

からの意見は非常に重要であるため、今後も解析

を進め、医療・行政等の糖尿病対策に活かしていく

ことが期待される。 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

なし 

 2.  学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

I 参考文献 

1）「糖尿病受診中断対策包括ガイド」作成ワーキン

ググループ .糖尿病受診中断対策包括ガイ

ド .2019   https://human-data.or.jp/wp/wp-

content/uploads/2018/07/dm_jushinchudan_gui

de43_e.pdf 
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資料1 アンケート調査票 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

糖尿病の実態把握と環境整備のための研究 

3-2 患者からの視点を把握 （患者への調査など） 

②1 型糖尿病に関する検討  

 

研究分担者 菊池 透  埼玉医科大学医学部小児科  

実務担当者 武者育麻 埼玉医科大学医学部小児科 

実務担当者 川名 宏 埼玉医科大学医学部小児科 

 

研究要旨 

本研究の目的は、わが国における小児・思春期 1 型糖尿病の診療および療養行動の実態を明

らかにし、良好な血糖コントロール、QOL の改善のための課題を明らかにすることである。小児

インスリン治療研究会第 5 コホート研究に参加した 47 施設の満 18 歳未満発症の 1 型糖尿病

患者 535 名（男子 236 名、女子 299 名）を対象に、2018 年 3 月から 2022 年 2 月まで 4 年間の

インスリン投与方法、血糖モニタリング方法、血糖コントロール状況（HbA1c）を縦断的に検討し

た。インスリン投与方法は、全対象では、頻回注射法（MDI）が約 55%、CSII（ペン併用含む）が

約 40％であり、1 期から 12 期にかけて、明らかな変化はなかった。幼児、小学校低学年男子、

小学校高学年女子、中学生女子では、CSII 使用率が高く、小学校高学年男子、中学生男子、

高校生男子では、CSII 使用率が低かった。血糖モニタリング方法では、間欠的スキャン連続血

糖モニター（isCGM）が普及し、2020 年 3 月以降、従来方法よりも多く使用されるようになり、

2022 年 2 月には 48.4％になった（従来方法 38.5%）。この変化は、すべての年齢階級でみられ

た。一方、Sensor Augmented Pump（SAP）使用率は 10％で推移し、増加傾向はなかった。幼

児、小学校低学年では 20～28％に対し、小学校高学年以降では 2～10％と思春期以降では普

及していなかった。平均 HbA1c は、全対象では、4 年間を通じて、7.9～8.1％で推移しており改

善傾向はなかった。HbA1c 7.5％未満は約 30％、HbA1c 9.0％以上は約 20％で推移し、明らか

な変化はなかった。一方、小学校高学年では、HbA1c 増加傾向みがられた。インスリン投与方

法、血糖モニタリング方法の違いによる HbA1c の有意な差はなかった。現時点では、治療技術

の進歩が血糖コントロールの改善に直結していない。患者（特に思春期の患者）の気持ちに寄

り添いながら、進歩した技術を適切に生かせるように、支援していくことが重要と考えられる。思

春期の 1 型糖尿病患者の血糖コントロールには、少なからず心理社会的障害が影響している

と考えられる。将来、その心理社会的障害の影響を受けないような技術革新が実現することを

期待する。 
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Ａ．研究目的 

1 型糖尿病の治療、療養行動の改善、QOL

の向上のためには、日本の現状を把握、課題

を明らかにし、その対策を立案し遂行する必

要がある。 

小児インスリン治療研究会は、1995 年に開

始された小児期発症 1 型糖尿病患者の治療

に携わっている小児科医による全国多施設共

同研究である。標準化した血糖コントロール指

標によって、治療法、年齢、罹病期間等による

血糖コントロールの違いを評価・解析し、より

有効な治療法、QOL の改善、合併症の予防を

目的として、コホート研究が継続されている。 

インスリン治療研究会第 5 コホート研究（研

究代表者、埼玉医科大学小児科菊池透）は、

2018 年 3 月より開始され、73 施設 1168 名が

参加している。このコホート研究は、4 カ月間

を 1 期として 15 期 5 年間の追跡調査を予定し

ている。 

本研究では、登録時データベースを用いて、

年齢階級別にインスリン治療および血糖コント

ロール状況を検討した。また、登録時、1 年後、

2 年後、3 年後、4 年後のデータベースを用い

て、インスリン治療および血糖コントロール状

況の推移を検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

1) 研究対象 

2018 年に開始した小児インスリン治療研究会

第 5 コホート研究に参加した 31 都道府県の

73 施設の満 18 歳未満発症の 1 型糖尿病患

者 1168 名（男子 500 名、女子 668 名）のうち、

4 年後までの調査が完了している 47 施設、

535 例（男子 236 名、女子 299 名）を対象にし

た。登録時時年齢 11.3±3.7 歳、診断時年齢

6.3±3.8 歳であった。 

2) 研究方法 

小児インスリン治療研究会第 5 コホート研究

データベースをもとに、以下の項目を①全対

象、②登録時年齢階級別に登録時から4 年後

まで縦断的に検討した。検討項目は、インスリ

ン投与方法、血糖モニタリング方法、血糖コン

トロール状況（HbA1c）である。調査時期は、1

期（2018 年 3 月～6 月）、4 期（2019 年 3 月～

6 月）、7 期（2020 年 3 月～6 月）、10 期（2021

年 3 月～6 月）、12 期（2021 年 11 月～2022 年

2 月）である。 

 

Ｃ．研究結果 

1) 全対象での縦断的検討 

A）インスリン投与方法の推移（図 1） 

頻回注射法（MDI）、ペン 2 回法、CSII、CSII と

ペンの併用は、それぞれ 1 期で、305 名

（57.0％）、16 名（3.0％）、199 名（37.2％）、15

名 （ 2.8 ％ ） で あ っ た 。 12 期 で は 、 293 名

（54.8％）、10 名（1.9％）、206 名（38.9％）、26

名（4.3％）であった。MDI およびペン 2 回法が

わずかに低下し、CSII および CSII とペン併用

がわずかに増加している。しかし、1 期と大き

な違いはなく、4 年間でインスリン投与方法が

大きく変更されてはいなかった。 

B）血糖モニタリング方法の推移（図２） 

従来器機、間欠的スキャン連続血糖モニター

（isCGM）、Sensor Augmented Pump（SAP）、

その他の連続血糖モニター（rtCGM）、未回答

は、それぞれ 1 期で、315 名（58.9％）、174 名

（32.5％）、44 名（8.2％）、0 名（0.0％）、0 名

（0.0％）であった。12 期では、206 名（38.5％）、

259 名（48.4％）60 名（11.2％）、9 名（1.7％）、1

名（0.1％）であった。従来器機が減少し、
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isCGM が増加しており、6～7 期を境に、

isCGM が従来器機に比し多くなっている。 

C）HbA1c の推移（図 3、4） 

HbA1c（％）の平均±標準偏差、中央値（10

パーセンタイル値―90 パーセンタイル値）は、

1 期で 7.9±1.2％、7.8％（6.6-9.2）、12 期で 8.1

±1.3％、7.9％（6.8-9.7）であった。1期に比し、

有意な改善はなかった。 

 HbA1c 階級を、HbA1c 6.5％未満（A 群）6.5

～7.4％（B 群）、7.5～8.9％（C 群）、9.0～9.9％

（D 群）、10.0％以上（E 群）とし、その推移を検

討した。１期では、A～E 群、それぞれ、38 名

（7.1％）、137 名（25.6％）、277 名（51.8％）、60

名（11.2％）、23 名（4.3％）であった。12 期では、

それぞれ、29 名（5.4％）、142 名（26.5％）、254

名（47.5％）、69 名（12.9％）、41 名（7.7％）であ

った。変動がみられえるが、明らかな変化は

なかった。 

 

2) 年齢階級別での縦断的検討 

1 期の年齢よって、幼児（６歳未満）38 名小学

校低学年（6～8 歳）男子 43 名、女子 47 名、

小学校高学年（9～11 歳）男子 65 名、女子 74

名、中学生（12～14 歳）男子 61 名、女子 88

名、高校生男子（15～17 歳）52 名、女子 67 名

の年齢階級に分類した。 

A）インスリン投与方法の推移（図 5、6） 

各年齢階級でのペン型注入器使用率および

CSII 使用率の推移を図 5、６に示す。1 期では、

小学生高学年男子（75.4％）、中学生男子

（68.9％）、高校生男子（76.9%）でのペン使用

率が高い。一方、幼児（53.3％）、小学校低学

年男子（48.8%）、小学校高学年女子（44.6%）、

中学生女子（43.2%）では、CSII 使用率が高い。

12 期にかけて小学校高学年女子、中学生女

子では、CSII 使用率が増加傾向であるが、そ

の他では、ペン使用率、CSII 使用率の明らか

な変化はなかった。つまり、1 期でのインスリン

投与方法から大きな変化はなかった。 

B）血糖モニタリング方法の推移（図 7、8） 

isCGM 使用率は、すべての年齢階級で 1 期

から 12 期にかけて増加し、12 期には 40％か

ら 57％であった。特に、幼児（15.8%→47.4%）、

小学校高学年男子（21.5%→41.5%）、小学校低

学年女子（23.4%→42.6%）、中学校男子（24.6%

→40.0%）での増加が顕著であった。 

 SAP 使用率は、1 期から 12 期にかけて幼児

（13.2%→21.1%）、小学校低学年男子（16.3%→

25.6%）、小学校低学年女子（19.1%→27.7%）で

増加した。一方、その他の年齢階級では、5～

10％で推移し、増加傾向はなかった。 

C）平均 HbA1c の推移（図 9） 

 平均 HbA1c は、1 期から 12 期にかけて小学

校高学年男子（7.9%→8.3%）、小学校高学年女

子（7.7%→8.4%）で増加傾向があった。一方、

高校生男子（7.8%→7.9%）、高校生女子（8.3%

→8.0%）では、低下傾向がみられた。その他の

年齢階級では、8.0％前後で推移し、明らかな

変化はなかった。 

D）インスリン投与方法別および血糖モニタリ

ング方法別平均 HbA1c の推移（図 10、11） 

インスリン投与方法別平均 HbA1c の推移は、

MDI と CSII とも、ほぼ同様の推移をしていた。 

血糖モニタリング方法別平均 HbA1c の推移で

は、7 期までは、SAP、isCGM、従来法の順の

平均HbA1cが低い傾向があったが、それ以降

は、ほぼ同様の推移をしていた。 

 

Ｄ．考案 

1) 全対象での縦断的検討 

A）インスリン投与方法の推移 

MDI が約 55%、CSII（ペン併用含む）が約 40％
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であり、1 期から 12 期にかけて、明らかな変化

はなかった。インスリン投与方法を変更する小

児・思春期 1 型糖尿病患者は少ない。今後、

インスリンポンプの技術がさらなる進歩が期

待される。患者への適切な情報提供し、患者

自身が治療法を選択できるように支援するこ

とが望ましい。 

B）血糖モニタリング方法の推移 

isCGM であるフリースタイルリブレⓇは、2017

年 9 月 1 日に保険適用され、本コホート研究

は 2018 年 3 月に開始された。isCGM の普及

が進み、2020 年 3 月以降、従来器機に替わっ

て、最も利用される血糖モニタリング方法にな

った。isCGM の普及によって、小児・思春期 1

型糖尿病診療が新しい時代に入ったと考えら

れる。一方、SAP であるミニメド 620G インスリ

ンポンプシステムⓇが発売されたのは、2015

年 2 月 18 日であり、本コホート研究開始時に

は、すでに普及していたので、コホート開始後

の SAP 使用率は約 10%で推移し、増加傾向が

なかったと考えられる。 

C）HbA1c の推移 

コホート開始以降、HbA1c の平均、中央値とも

季節間変動はあるが、ほぼ 8.0%で推移した。

血糖コントロール目標である。HbA1c7.5％未

満は約 30％、コントロール不良と考えられる

9.0％以上は約 20％で推移し、明らかな変化

はなかった。この間、isCGM が普及しているが、

HbA1c の改善はない。現時点では、治療技術

の進歩が血糖コントロールの改善に直結して

いない。患者が適切に、進歩した技術を使い

こなせるように、支援していくことが重要と考え

られる。 

2) 年齢階級別での縦断的検討 

A）インスリン投与方法の推移 

年齢階級によってインスリン投与方法が異な

ることが明らかになった。幼児、小学校低学年

では、CSII 使用率が高い。一方、小学生高学

年男子、中学生男子、高校生男子では、CSII

使用率が低い。そしてその傾向は、4 年間を

通じでほとんど変化がなかった。思春期年齢

の男子では、インスリンポンプが受け入れられ

ていないという実態が推測される。思春期で

は、日常生活の中で、インスリン治療よりも、

優先すべき事項が増えてくることは、当然のこ

とである。しかし、CSII での治療は、常にイン

スリン治療をしていることを意識させられてし

まう。特に男子は、このような状態を望まない

と推測される。 

B）血糖モニタリング方法の推移 

isCGM は、すべての年齢階級で普及した。簡

易な使用方法や、実測での自己血糖測定回

数を減らせることなどが、思春期年齢にも受け

入れられたと推測させる。ただし、小学校高学

年男子と中学生男子の使用率は、他の年齢

階級よりも低い。前述の思春期の心理的な特

徴のためと推測される。 

 SAP 使用率は、幼児、小学校低学年では、

増加したが、その他の年齢階級では低迷して

いる。つまり、思春期年齢の男女ともに SAP と

いう治療方法は、広くは受け入れられていな

い。思春期の患者に受け入れられる先進技術

の開発が望まれる。 

C）平均 HbA1c の推移 

小学校高学年男子および小学校高学年女子

で、HbA1c 増加傾向がみられるのは、4 年間

の経過で、思春期が発来で、生理的なインス

リン抵抗性が高くなったこと。および前述した

思春期によくみられるインスリン治療への障

害が要因と考えられる。一方、高校生での

HbA1c の低下傾向は、生理的なインスリン抵

抗性の低下および心理社会的に安定してきた
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ためと推測される。小学校高学年から中学生

は、1 型糖尿病治療が不安になりやすい。思

春期の患者の気持ちに寄り添いながら、支援

していくことが重要と考えられる。 

D）インスリン投与方法別および血糖モニタリ

ング方法別平均 HbA1c の推移 

インスリン投与方法、血糖モニタリング方法

の違いによる HbA1c の有意な差はない。イン

スリン治療の技術進歩によっても血糖コントロ

ールが改善しないのは何故か。と考えるよりも、

現在の技術進歩は、血糖コントロールを改善

させるには未熟であると考えるべきである。思

春期の 1 型糖尿病患者の血糖コントロールに

は、少なからず、心理社会的障害が影響して

いる。将来、その心理社会的障害の影響を受

けないくらいの技術革新が実現することを期

待する。 

 

Ｅ．結論 

2018 年 3 月から 2022 年 6 月までの 4 年間の

小児思春期 1 型糖尿病に対する治療状況に

ついて、縦断的に検討した。インスリン投与方

法では、全体としては、MDI が約 55%、CSII が

約 40％であり、明らかな変化はなかった。しか

し、小学校高学年以降では幼児、小学校低学

年に比し、CSII 使用率が低かった、isCGM は

すべての年齢階級で普及し、その使用率は従

来方法よりも高くなった。HbA1c 小学校高学年

から中学生にかけて増加傾向があった。一方、

インスリン投与方法、血糖モニタリング方法に

よる HbA1c の差はなかった。患者（特に思春

期の患者）の気持ちに寄り添いながら、進歩し

た技術を適切に生かせるように、支援していく

ことが重要と考えられる。 
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増加の抑制」の参

考値 

健康日本21（第二次）最終評価報告
書 

厚生労働省 健康局 
健康課 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage
_28410.html 

 



令和5年5月1日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 藤井 輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 徊瑣器疾患・臆尿病等生活習憤病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実能把握と衷境整備のための研究(20FA1016〉

3. 研究者名 { flljl属部晋・職名） 医学部附屈病院・教授

（氏企・フ））ガナi 山内 敏正・ヤマウチトシマサ ，

（ 4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※l)
該当性の有無

有 無
末審査（※

審査済み 審査した機関
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 東京大学

理指針(※3)

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機嬰における動物実験
D ． ロ 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 • ロ ロ

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

ヽ＼ (※2)末審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に院する倫理指針」、「臨床研究に1関する倫理指針J、［ヒトゲノム・荘伝子解析研究に関する倫理指針J、 「 人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

□理教育の受講状況 卜起蒋 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設罹の有無 有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口1こチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。

,ヽ



令和5年3月3日
厚生労働大臣 殿

機関名 関西電力病院

所属研究機閑長 職 名 院長

氏 名 滝 吉郎

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び禾1]益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1.研究事業名 吊環器疾患・詩尿病等生活習慨，対策総合研究宰粟

2.研究課題名 熊尿洞の実態把握と眼境整備のための研究

3.研究者名 国t屈部署：職名）関酉電力病院一届l院長

( （氏名・フリガナ）山田 祐一郎・ヤマダ ユウイチロウ／

4.倫理審査の状況
左記で該当がある場合のみ記入(※1)

該当性の有無

有 無 審査済み 審査した機関
末審査（※

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
■ 口

理指針(※3)
． 関西電力病院

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
［コ ． 口 口

等の実施に関する基本指缶
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
D ． 口 D 

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2) 末審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前のf疫学研究に関する倫理指針J、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に院する倫理指針J、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
|―研究倫理教育の受講状況 l受講■ 未受講口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOiの管理に院する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由：

当研究機関におけるCOi委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関：

当研究に係るCOIについての報告·審査の有無 有 ■ 無□（無の湯合はその理由・
,,-一

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること，
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。

有□ 無 ■ （有の場合はその内容：

）

）

）

） 



（ 

（ 

厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国▽保健医療科学院長）

令和5年3月13日

機関名 埼玉医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 別所 正美

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習旧病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名） 小児科 教授

（氏名・フリガナ） 菊池豆 ぼキクチ トオル＼

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

有 無 審査済み 審査した機関
未審査(※

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 埼玉医科大学病院 口

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 ロ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
□ ． 口 口

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守ずべき（倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチニ 、ン
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、［未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理自を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針J、「ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針J、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

□芦国誓貫の受講状況 1受講■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定

当研究機関における COI 委員会設置の有無

当研究に係る COI についての報告・審査の有無

当研究に係る COT についての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチニックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

有 ■ 無□（無の場合はその理由・

有 ■ 無□（無の場合は委託先機関：

有 ■ 無□（無の場合はその理由・

有□ 無 ■ （有の場合はその内容：

） 

） 

） 

） 



厚生労働大臣
（菌立匠漿品全品衛生研究所長） 殿
（菌・、保饂療科学院長）

令和5年2月2 2日

機関名 国立大学法人信州大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 中村宗一郎（公印省略）

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

今後の糖尿病対策と医療提供体制の整備のための研究

、
,
｀

3. 研究者名 （所属部署・職名） 学術研究院医学系ー・教授

（氏名＇ フリガ：1一） 村田 敏規 （ムラタ トシノリJ

4. 倫理審査の状況

／ 

左記で該当がある場合のみ記入国I)
該当性の有無

未審査（：灰
有 無 審査済み 審査した機関

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
回 ゜ 口

理指針（：炎3) i 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 回 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 回 口 ゜
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 回 口 口

咋l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる境合は「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
偲3)廃止前の［疫学研究に関する倫理指針」、 「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲJム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること c

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1受溝団 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有団 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有回 無□（無の楊合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有回 無□（無の場合はその理由： 9) 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無回（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること 。



厚生労働大臣 殿
令和 5年 2月 8日

機関名 国立大学法人東北大学

所属研究機関長 職 名

氏 名

総長

大野英男

、
,
｀

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循衆器疾患・暁尿前等生1舌晋阻叩対策総合研究車業

2. 研究課題名 誼尿紀の実熊祖槻と萌界腋価のための研究

3. 研究者名 ⑤直i部齋・鹿名｝大学院医学系研究科・教授

（氏名・フリガナ）田中 哲洋・タナカ テツヒロ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※l)
該当性の有無

未審査（※
有 無 審査済み 審査した機関

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
乙 口

理指針(※3)

遠伝子治療等臨床研究に関する指針 口 E1 □ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 と 口 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ a 口 口

‘
‘
`

 

b※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「 審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査iこ場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「臨床研究に関する倫理指針J、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対象

とする医学系研究に閲する倫理指針jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

ぃ究倫理教育の受講状況 1受講区 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有と 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関における CO! 委員会設置の有無 有口 無 □ （無の楊合は委託先機関・ ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有口 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有口 無 □ （有の場合はその内容：研究実施の際の留意点を示した ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



令和5年3月30日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名藤Jセ輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

循環器疾患・糠尿病等生活習慣病対策総合研究事業

楯尿病の実態把握と環境整備のための研究(20FA1016)

3. 研究者名 （所属部署・職名） 医学部附属病院・講師

、
,
｀

（氏名・フリガナ｝ 赤澤＿宏·アカザワ ヒロシ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． ロ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すぺき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること，

その他（特記事項）

（
 

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」 、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

に究倫理教育の受講状況 1受講■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無口（無の場合はその理由 ） 

当研究機関における COI 委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関， ） 

当研究に係るco]についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導·管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること c

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること，



令和5年4月4日
厚生労働大臣 殿

‘
,
｀

 

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 藤井輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習旧病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糠尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名）大学院医学系研究科公衆衛生学教室・教授

（氏名・フリガナ）東 尚弘・ヒガシ タカ1:::ロ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

未審査（※
有 無 審査済み 審査した機関

2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口

理指針(※3)

迫伝子治療等臨床研究に閑する指針 口 ． 口 口

厚生労慟省の所管する実施機関における動物実験 口 • 口 ロ
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

II 
（指針の名称： ） 

口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる楊合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「 未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）.、,̀ (※2)未審査に場合は、その理由を記戟すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に閑する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対象

とする医学系研究に閑する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| I研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 末受講口

6. 利益相反の管理

当研究機閑における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機閑における COI 委員会設院の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先槻関． ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所屈する機関の長も作成すること



2023年 4月 1日
働大臣 ＇

殿
＇俎ぼ釘労！虎只j

次の職員の

所属研究機関長

機関名

戟

氏

名

名

国立研究開発法人国立がん研究センタ ー

理事長

里 空

（令和） 4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

3. 研究者名

i頭器疾患・栖尿病等生活習恨＇約対策称合研究単累

糖尿病の＿態把捏と環埋整備のための研究

（所肌剖署・職名J がん対策研究所がん登箕ギンタ ー センター長
、
,
｀ （氏名・フリガナ）東尚弘・ヒガシタカヒロ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

有 無
未審査（※

審査済み 審奎した機閑
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． ロ

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に閑する指針 口 ． 口 D 
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． D 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 □ 

‘
,
｀

 

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる楊合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針J、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・逍伝子解祈研究に関する倫理指針J、 「 人を対象

とする医学系研究に閉する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

［受講■

5. 

|町究倫理教育の受謂状況

6. 利益相反の管理

未受講口 「一

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□ （無の場合はその理

由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設箇の有無 有 ■ 無□ （無の場合はその理

由： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□ （無の場合はその理



由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無■ （有の場合はその内

容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所屈，する機閑の長も作成すること。

、
,
｀

、
,
`



令和5年 3月 20日
厚生労働大臣 殿

機関名 横浜市立大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 相原道子

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活爾慣病対策稔合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実、態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （三隅部 ・ 、

心術占矢-群データサイエンス 咋ベヘルス
―ータサ エンス I

(
― 

整

（氏名・フリガナ） 後藤温＿曇ゴトウ アッシ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※l)
該当性の有無

有 細‘’‘‘ 
未審査(※

審査済み 審査した機関
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 横浜市立大学

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 D 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． D D 
等の実施に関する基本指針
その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． Iユ 口

ヽ＼
(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利益相反の管理

受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有● 無 □ （無の坦合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有● 無 □ （無の場合は委託先棧関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 



令和5年2月1日
厚生労働大臣 殿

機関名 公立大学法人奈良県立医科大学

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 細井 裕司

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活酋恨病対釘t総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名） 医学部公衆衛生学講座・准教授 I

（ 
（兵条•フ 2 ガナ） 駐田龍也・ノダ タッャ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． ロ

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 | 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 口等の実施に関する基本指釘
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

: 
（指針の名称： ） 

口 ． 口 口

-（※1）―当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すぺき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

‘‘̀

 

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・遺伝子解祈研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する｛倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1受講■ 未受講 □

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無口（無の場合はその理由． ） 

当研究機関における COi 委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容 ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する槻関の長も作成すること。



令和5年5月1日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 藤井 輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

1. 研究事業名 ＿循環器疾患．糖尿病等生活習旧病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名）医学部附属病院•特任准教授

、
,
｀

［氏名・フリガナ） III 口策汀ー・ヤマグチ サトコ

4. 倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)
該当性の有無

無
未審査（※

審蓋済み 審査した機閑
2) 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． 口 ． 東京大学

理指針(※3)

迫伝子治療等臨床研究に閑する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 I □
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

11 （指針の名称： ） 
lコ ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に閑する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（
 

(※2)未審究に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指釦」に準拠する場合は、当該項目に記入すること c

5. 厚生労慟分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受凜 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設固の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOiについての指導・管理の有無 有口 無 ■ （有の屯合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



令和 5年 3月3 1日
厚生労働大臣 殿

機関名 国立保健医療科学院

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名 曽根智史

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究贅の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と環境整備のための研究

、
,`

3. 研究者名 （所属部署・職名）生涯健康研究部 ・ 部長

（氏名・フ））ガナ） I質山撤碩・ヨコヤマ テッジ ．I

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 価‘‘‘‘ 審査済み 審査した機関 末審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫
． ロ

理指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ ． ロ ロ

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「末審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（
 

扉2)未審査に楊合は、その理由を記栽すること q

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、 「 臨床研究に関する倫理指針」 ｀ 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解祈研究に開する倫理指針」、 「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する易合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由・ ） 

当研究機関における COI 委員会設罹の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係る co] についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由 ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所属する樅関の長も作成すること c



令和5年3月30日
厚生労働大臣殿

機関名 国立大学法人東京大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名恙井 輝夫

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

1. 研究事業名 楯理器疾患・将尿病等生活習頃病対莱総合研究事業

2. 研究課題名 •一控尿捐の衷廊把拇と環辟整備のための研究(20FA1016)

3. 研究者名 （所展部署．I飴名） 医学部附●荊l浣・助教

（ 
（氏名・フリガナ） 笹子敬洋・ササコ タカヨシ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． ロ ． 東京大学

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実険
ロ ． ロ 亡l

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称・ ） 
口 ． 口 口

--- ---

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり避守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「 審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

‘
‘
`

 

(※2)末審壺に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム，遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1受講■ 末受講D

6. 利益相反の管理

当研究機関における COI の管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関における COI 委員会設置の有無 有 ■ 無 □ （無の場合は委託先槻関： ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由． ） 

当研究に係る CO I についての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること．



令和5年 4 月 1 日
厚生労働大臣

温忍ー医1- 昌宮醤貫讐デ影＿殿
国立研究開発法人

機関名 国立国際医療研究センタ ー

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 國土典宏

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理
については以下のとおりです。

1. 研究事業名 婿甜器疾瓜．g託凩病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課題名 糖尿病の実態把握と要塊整備のための研究(20FA1016J

3. 研究者名 （所屈部局 ・ 職名）研究所糠尿病情報センク ー センター長

、
,
｀

（氏名・フリガナ）大杉満・オオスモミツル

4. 倫理審査の状況
該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無’‘‘ 審査済み 審査した機関 末審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に開する倫理 国立研究開発法人国空国際医
． 口 ．

指針(※3) 療研究センタ ー

迫伝子治療等臨床研究に憫する指針 口 ． コ D 
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 ［□ 
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫迎指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． D 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委只会の審査が済んでいる楊合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

ヽ＼
(※2)未審査に楊合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する楊合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 1夏霊 ■ 未受講口 1 
6. 利益相反の管理

当研究機閉におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ （無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ （無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所凩する機関の長も作成すること，



令和5年4月5日
厚生労働大臣

鷹互晨百喜盆髯贔究所長）
ー 殿

機関名 国立大学法人筑波大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 永田 恭介

次の職員の（令和） 4年度厚生労働科学在究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

循器疾患·糖尿所等生活晋恨病対策器 合研究事器

俯尿病の実態把捐と叫境鵠備のための研究し20FA1016)

（所屈郎茫・職名）筑波大学医学医療系：ー授

（氏名・フリガナ），田宮菜奈子 ・ クミヤナナコ

4.倫理審査の状況

3.研究者名
‘,̀  

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無‘‘ 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口 ． 筑波大学

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ■ 口 こl

原生労働省の所管する実施機関における批物実験 口 ． 口 こl等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 口 ■ ロ ロ

、
,̀

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委旦会の審査が済んでいる場合は、 f審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「 未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針J、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 l::トゲノム・遠伝子解析研究に関する倫理指針J、 「人を対

象とする医学系研究に朋する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。
5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

l研究倫理教育の受講状況 l受講 ■ 未受講□

6.利益相反の管理

当研究機関における COR の管理に閑する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関における COI 委員会設置の有無 有 ■ 無口（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係る COI についての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る COI についての指導・管理の有無 有口 無 ■ （有の揚合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所属する機院の長も作成すること。


